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令和６年第１回南幌町議会定例会 

一般質問（質問者１０名） 
（令和６年３月７日） 

 

 

①「南幌みどり野団地における未造成用地について」 

 

家塚議員 

それでは、一般質問に入る前に、本年１月１日に発生した能登半島地震により、

亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げるとともに、今後、今なお避難場生活

を余儀なくされている多くの被災された皆様にお見舞いを申し上げます。それでは

町長に、南幌みどり野団地における未造成用地についてご質問します。 

南幌みどり野団地は札幌都市圏のベッドタウンとして、昭和４９年北海道住宅供

給公社が事業主体となり造成、分譲を行ってきました。しかし、平成１２年以降は

住宅建設も大幅に減少し、さらに平成１６年には北海道住宅供給公社の特定調停が

成立し、新規宅地造成は停止となり、造成済宅地の分譲を主な事業として行ってき

ました。 

本町においては、数年前より子育て支援を重点に数々の施策を展開し、その一つ

として子育てしやすい住環境の提供に力を注ぎ、その結果として造成済である住宅

用地も残り約３２０区画となり、数年後には宅地完売の見通しが立ってくる状況に

あります。 

また、南幌小学校の向かいに位置する未造成用地については、職住近接エリアと

位置づけ準工業用地として令和８年秋の分譲に向け、整備が進められようとしてい

ます。 

このような状況の中で、みどり野団地内の唯一の未造成用地である農村環境改善

センター向かいに位置する約１８ヘクタールの用地について、町長としてどのよう

な考えをお持ちか伺います。 

 

大崎町長 

 南幌みどり野団地における未造成用地についてのご質問にお答えします。 

南幌みどり野団地は、北海道住宅供給公社における大規模住宅団地開発の決定を

受け、昭和４９年に本町が全町域に都市計画区域を指定し、市街地に住宅団地を形

成する第１種低層住居専用地域を定めています。 
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住宅供給公社は、平成１６年２月の債務超過による特定調停の成立を受け、北海

道の指導監督のもと、令和３２年度までの計画的な債務返済の履行を進めているた

め、現に保有する分譲資産の処分、賃貸資産の管理以外、新たな事業に着手できな

いことから、農村環境改善センター向かいに位置する約１８ヘクタールの未造成用

地については、宅地造成を行うことができない状況であります。 

しかし、現在、みどり野団地の未分譲宅地は約３２０区画となっていることや、

当該用地は市街地に隣接していることなどを踏まえ、用地の利活用に係るニーズ調

査の実施について、住宅供給公社に要請してまいります。 

 

家塚議員（再質問） 

それでは再質問をさせていただきます。このみどり野団地は、造成・分譲から約

半世紀近くが経過し、本町も大きく変貌してきています。分譲当初は本町の知名度

も低く、なかなか販売に結びつかない状況が続いてきましたが、知名度高揚対策の

一つとして、南幌温泉の日帰り施設が平成３年にオープン、その後宿泊施設を併設

するなど、年間利用者数も年々増加し、札幌圏を中心に本町の知名度が徐々に認識

をされてきたところでございます。また、住宅団地造成に当たっては、やはり働く

場所の提供として、工業団地の造成が必要不可欠であります。両工業団地において

は、完売まで年数はかかりましたが、地元雇用の創出に大きく貢献をしてございま

す。昨年開業した子ども室内遊戯施設はれっぱは、開業から本年２月まで、来場者

が１７万２，０００人となり、地域間の交流の拠点として大きなにぎわいを見せて

おります。さらには、商業施設の北雄ラッキーが、ツルハドラッグの隣の町有地に

本年１２月オープンを予定しており、町外への購買力抑制に歯止めがかかるものと

思っております。交通体系においては、道央圏連絡道路中樹林から、南幌１５線、

南幌ランプまで、令和６年度開通予定であります。引き続き、南幌ランプから長沼

町までの１４．６キロについても現在工事が進められ、数年後には全面開通に大き

な期待も寄せられております。昨年は、北広島市に北海道ボールパークＦビレッジ

が開業し、さらに医療大学が北広島市に移転する旨の報道もあり、隣接する市の環

境も大きく変化してきてございます。また、北海道にとっても大きな期待を寄せて

いる、千歳市に進出したラピダスの国策ともいえる、次世代半導体製造拠点として

現在建設されており、これらの関連企業の進出に期待をするところであります。 

そこで、先ほど町長からの答弁では、用地の利活用に係るニーズ調査の実施につ

いて、住宅供給公社に要請をしていくと言われました。ぜひお願いをするものであ

ります。現況を考えますと、住宅供給公社において宅地造成などの事業ができない

ことは十分理解をしておりますが、今後のまちづくりにおいて、都市計画用途区域
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における良質な住宅地としての供給について、町長はどのように考えているかお伺

いします。 

 

大崎町長（再答弁） 

それでは、家塚議員の再質問にお答えをいたします。初めに、みどり野団地の造

成計画と経過をお話ししたいと思います。集合住宅を含め全体の計画予定戸数は、

当時３，６００戸であります。そのうち戸建て住宅の計画区画数ですけども、３，

１２２区画で、うち現在造成されている区画数は２，４４８区画、実施率が７８％

でございます。この差し引きの未造成区画が６７４区画になるわけでございますが、

うち準工業用地分が３６０区画、それと議員の言われている改善センター向かい分

が３１４区画でございます。 

次に、北海道住宅供給公社の特定調停の内容をお話ししますけども、当時の負債

総額１，３１９億円で、住宅金融公庫や１５金融機関の債務放棄によりまして、最

終債務額が６９９億円で、調停が成立されました。昨年度末現在で、債務者への債

務残高と返済期限は、住宅金融支援機構分が４６．７億円で、令和１５年まで北海

道が２７６．６億円で、令和３２年までとなっております。返済に当たっては、住

宅支援機構への償還を優先に行い、償還後北海道に対しての償還に入ることになっ

ております。この間、道公社は賃貸住宅や割賦債権の管理業務、抱えている土地や

建物の分譲資産の処分などの業務に限定して、事業を継続することが認められたも

のでございます。従いまして、新たな投資事業ができないことになっております。

北海道につきましては、道公社が債務の返済を確実に履行すべく、指導監督の立場

にございます。 

そこで、本町のみどり野団地の分譲見込みでございますけども、おかげさまで平

成２８年からの８年間で、３７０区画の分譲が進みました。特にここ２、３年は分

譲ペースが早く、このまま順調に推移した場合、令和１１年頃にはおおむねの分譲

が見込めるのではないかと推察しているところでございます。 

そこで、現在行っている準工業用地の関係でございますけども、今まで本町の未

造成地に係る道公社や道庁との協議につきましては、都市計画の変更と手続きを含

めまして、準工業用地の整備事業に傾注してまいりました。道公社は新たな投資事

業ができない状況でございますけれども、この準工業用地の整備は返済計画に大き

な影響を及ぼさないということで認められたものであると思っております。また、

この準工業用地全体で２９ヘクタールで、うち町有地分が９ヘクタールでございま

す。町が道公社分の事業を代替施工をすることにより、事業が実施することができ

ました。なお、この準工業用地整備に係る公社の負担額は約５．７億円で、大きな
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理解をいただいたものと考えております。 

そこで団地の造成でございますけども、みどり野団地は５、６年後におおむねの

分譲が行われるよう、まずは現状の分譲促進に努めたいということで考えてござい

ます。道公社によります新たな団地造成は、基本的には特定調停中は難しいものと

考えます。現状において、残る３２０区画の分譲促進を図りますとともに、きた住

まいるヴィレッジやゼロカーボンヴィレッジ、そして準工業用地の整備を成功させ

まして、町の活性化が図られますこと。そうしたことにより、本町の未造成地の造

成に関連する、新たな道の計画につながらないかというように期待をしております。

そのようなことを道公社並びに道と情報共有を図りつつ、未造成地のニーズ調査を

お願いしたいというように考えてございます。繰り返しになりますけども、特定調

停や道公社、道の状況を考えますと、非常に難しい問題であるということをご理解

いただきたいと思います。 

 

家塚議員 

ただいま答弁をいただき理解をいたしましたので、改めての答弁は必要ありませ

んが、今後、町では南幌温泉の改修、それと準工業用地の造成など、大型事業が進

められる中において、財政出動は必至であります。そのようなことから、財政規律

を堅持しながら、土地活用を進められるよう期待し、質問を終わります。 
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①「商店街の活性化について（執行方針分）」 

 

石川議員 

私は町政執行方針に対し、産業経済常任委員会を代表して、町長に商店街の活性

化について質問いたします。 

本町は宅地販売が好調で、ここ数年人口が増えており全国的に注目されています。

しかし、商店街では毎年廃業する店が増えており、商店街の活性化を求める声があ

ります。 

先日商工会役員と懇談した際、ある商店主が「後継者不足であと５～６年で急激

に店が減ってしまう可能性があり、今後の商工会活動が窮地に立たされる心配があ

る」と述べていました。確かにこの四半世紀で町内の商店は５０店舗近くが閉店し

ており、新規開店したのはその半数程度に留まっています。商店数が減少すること

でまちの賑わいがなくなり、ひいてはまち全体の活気の衰退にもつながります。そ

こで、２点質問いたします。 

１、本町で現在行っている「空き店舗活用支援事業」により、貸店舗において営

業する店は増えましたが、長続きせず閉店する店も多い状況は、支援効果が薄いと

思われますが、もっと汎用性のある支援事業を実施し起業者の誘致に当たるべきで

はないでしょうか。 

２、中央通り商店街は、今では数多くの店がシャッターを降ろしたままとなって

いますが、この状況をどう捉えるでしょうか。 

 

大崎町長 

商店街の活性化についてのご質問にお答えします。 

１点目のご質問については、「空き店舗活用支援事業」は、空き店舗の解消、並

びに商店街の活性化を図るもので、平成２９年度から現在まで９店舗が新たに出店

し、４店舗が閉店となりましたが、事業の効果はあったものと考えます。 

事業の支援については、商工会において経営相談及び開業指導を行い、商工会か

らの報告書に基づき支援の適否を判断しています。 

また、店舗の賃借料の他に、建物の増改築や備品購入など、開業に係る経費を補

助しており、商工会から現制度での事業継続について要望されているところであり

ます。 

２点目のご質問については、現在の中央通り商店街の店舗は３０軒あり、そのう

ち空き店舗は６店舗となっていますが、今後新たに１軒の出店が予定されています。 

また、その他市街地の空き店舗においても、新たに２軒が出店を予定しています。 
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小規模店舗を取り巻く環境は、消費者ニーズや業態の変化、後継者不足など、厳

しい状況にありますが、商店街の活性化に向けて商工会と連携し取り組んでまいり

ます。 

 

石川議員（再質問） 

町長がおっしゃるとおり、平成２９年から始めたこの本町の空き店舗活用支援事

業は、これまで９件の補助金申請があり、１年間家賃補助を行ってきましたが、継

続して営業しているのは５軒だけでありました。確かにその間、新型コロナの影響

で思うようにお店にお客が来なかったこともありましたが、ただ家賃を補助するだ

けでなく、もっと短いスパンで助言をしたりするなど、商工会と協力して支援する

べきではなかったのかなと思うところです。そして、この事業だけでは十分な起業

者を支援することに限界があり、片手落ちではないかと思います。 

先日、同じ南空知の雪深いある町へ行き、話を聞いてきました。その町では、駅

前通りをはじめ町内の商店や飲食店の閉店が続いたことから、平成１６年に空き店

舗対策として、本町と同じように空き店舗活用補助金交付事業を実施しましたが、

空き店舗だけでは汎用性が少ないとの考えから、翌年に起業者等支援補助金事業を

実施しました。それにより、平成１８年から今年度まで多くの起業者が訪れ、令和

２年以降は毎年のように、１件から３件の起業者が、町内で開業するようになった

といいます。起業者支援ということで、主に店舗の設備改修、商品開発のプランニ

ングなどを支援しているそうで、今まで９件の起業者を支援してきており、来年度

以降も既に４件名乗りを上げているといいます。さらに、昨年からは後継者等新規

就業支援事業を創設して、後継者の支援も行っています。 

実はこういった取組は、この町だけではなく道内のほかの町でも行っています。

後志管内のスキーのメッカとして有名な町では、観光客でにぎわっているのに、に

ぎわいづくり起業者等サポート補助制度を実施し、起業や事業継承、業種転換、施

設拡張の工事費などを助成しています。平成２３年からこれまでに５６件の実績が

あり、特に令和５年では９件の助成を行ったそうです。また、上川管内のある町で

も、人口が増え町はにぎわっているのに、飲食店、飲食業や小売業、宿泊業向けに、

町のにぎわい創出支援事業を行っており、店舗の修繕、改造、家賃の経費や宣伝広

告費などに補助をして支援しているそうであります。さらに、十勝管内のある町で

も、中心都市のベッドタウンとなっていることから、元気な商店街づくり支援事業

を創設し、まちなか再生ビジョンを策定、店舗改修や新規出店に係る費用助成を行

うなど、人が行き交う魅力ある町並み再生に取り組んでいるということです。確か

に本町も、今、新規出店する起業者がにわかに現れてきてはいますが、その流れを
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止めないように、新たな起業者支援を行う準備が必要なのではないでしょうか。 

次に、中央通り商店街は本町のメインの商店街であり、それは町の顔とでも言え

る通りです。今、はれっぱをはじめとする新しい施設に、町外から多くの親子連れ

などが訪れていますが、シャッターを下ろした店が目につき、活気があるようには

思えません。空き店舗はまだ６軒だけだと言いますが、このままでいたら、さらに

店を閉じ、空き店舗が増える可能性もあり、何か対策を考えるべきではないのでは

ないでしょうか。空き店舗や起業者支援だけでなく、町のにぎわいづくり政策を考

えるべきではないかと思います。 

今新しい人が移り住み、徐々に人口構成が変わってきている我が町で、それでな

くても購買客が町外に流出している現状をそのままにしていては、さらに衰退して

いくのは火を見るより明らかです。さっきも言いましたように、商店主があと５、

６年したら、商店は一気になくなってしまうと心配することからも、新しい起業者

を呼び込むか、後継者を育てる政策が必要ではないでしょうか。一方で、今、ラー

メン店や美容室、古民家カフェなど新規に開業する事業者も増えてはいますが、中

心的な商店街が空洞化してしまうことを放置するわけにはいかないと思います。今

こそ、商店街の改革を商工会と連携して考えていく必要があるのではないでしょう

か。町長はどのようにお考えなのか、改めてお伺いいたします。 

 

大崎町長（再答弁） 

石川議員の再質問にお答えをいたします。初めに、小規模店舗減少の背景でござ

いますけども、全国的に商店街の店舗数は３０年間で４割減少していると言われて

おりまして、地方ではさらに減少している状況ではないかと思っております。主な

要因としましては、やはり車社会が進み、郊外大型店やコンビニの出店により、中

心市街地の空洞化が進み、地方の小規模店では、高齢化と後継者不足が深刻化して

いることが挙げられます。また、そうした環境変化の中で、小規模店に対しまして、

大型店やチェーンストアは、やはり顧客ニーズや市場変化の対応、競争力強化など

が優れ、その差が開いてきているものと思います。 

本町の大型店やチェーン店の状況でございますけども、本町においては、エーコ

ープがホクレン商事に移行しまして、その後をニコットやツルハドラッグなどの大

型店が出店しました。また、コンビニも４店出店し、町内の消費環境というのは変

わりつつございます。 

それで空き店舗活用支援事業の件でございますけども、現在の支援内容は家賃助

成が４万円上限、開業支援が５０万円上限でございます。支援額は十分であるとは

思っておりませんが、これまで空き店舗において、９件が出店し、現在５店が継続
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されているということを考えれば、一定の支援効果、起業の情勢づくりにはなって

いるものとは思っております。また、この事業のつくり込みでございますけども、

先ほど他の町の先進事例のお話をしていただきました。本町の事業も、ここがゴー

ルとは思っておりません。今後町の状況も変わってくると思いますので、商工会と

連携を図り、実態や現状に即した事業の実施に努めたいというように考えてござい

ます。 

また、中央通り商店街につきましてでございますけれども、現在、店舗３０軒の

うち、空き店舗が６軒ということで、新たに１軒の出店が予定されているところで

ございます。先ほど申し上げましたけれども、中央商店街に限らず、後継者不足や

高齢化が進んでいるということは、時代や時流に乗り遅れ、それにより新規開拓と

いうか、新規顧客の開拓が難しくなり、商店街の衰退が進む要因にあるのではない

かと思っております。最近町内では少しずつでありますけども、若い世代の事業化

が進んでいると思っております。また議員言われたように、町内では最近、ラーメ

ン店やカフェ、美容院などの新規出店が増えまして、特にラーメン店は盛況で、町

外の利用者が大変多いものと思います。また、空き店舗では今後２店の出店が見込

まれまして、ほかにも現在相談中の案件がございます。 

やはりこの町のにぎわいにつきましては、商工振興と大きく関係するものと私も

思っております。この商店街の閉店によりまして、また閉店することは大変残念で

ございますけども、町内の消費、購買力が町外に流出することを抑制する必要があ

るというように考えております。今後そのことについても十分検討していきたいと

いうように考えてございます。 

 

石川議員（再々質問） 

お答えありがとうございました。先ほど紹介した、商店街の活性化に取り組む町

は、決して人が減り、寂れた町ばかりではありません。この事業を行ったことで、

町を歩く人が増え、にぎわいを見せ、町が元気になったり商工会員が増えたそうで

あります。また、ある町長いわく、集客力の衰えから稼ぐ場としての魅力不足や、

世代交代が進みにくいといった課題があることから、こういった事業を取り組まな

ければならないのだということで、にぎわっていると言えども、さらにそういった

事業を展開して、それに向けるように頑張っていきたいというふうなお話をされて

いました。 

道央圏連絡道路が来年度中に開通すると言われていますが、それにより車の流れ

と人の流れも変わっていくことでしょうし、今年１２月には大型食品スーパーが開

業します。それにより、また商売を辞めてしまう商店が現れるかもしれません。で
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すから、そうならないためにも町として今から手を打っておく必要があるのではな

いかと再度強く思うところなんですけども、町長のお考えを再度お伺いしたいと思

います。 

 

大崎町長（再々答弁） 

石川議員の再々質問にお答えをいたします。他の町の先進地で参考にしなくては

ならないんですけども、それぞれ町の状況や経過が違いますので、単に比較ができ

るものではないと思いますけれども、今後十分参考にさせていただきたいというよ

うに考えてございます。 

中央商店街に限らず、やはりこれから若い世代をどう取り込んでいくのか、それ

が課題ではないかと思います。これは商店街に限らず、南幌町全体に言えることで

はないのかなと思っております。また、商工会では、やはり後継者不足、高齢化と

いうのを大変危惧されておりまして、今後６０歳以上の店主を対象に、事業継承に

係るアンケート調査を実施されると聞いております。そうした意向調査は大変重要

であると私考えております。町としてもそれを今後の商工振興の参考にさせていた

だきたいというように考えております。 

また、町から商工会に対しましては、はれっぱで随分本町を訪れる方が増えてお

ります。特に休日、お昼ご飯を食べられる所が限定しているということで、町のに

ぎわいや周遊人口の拡大を図るために、料飲店へのそうした取組についてお願いを

しているところでございます。 

そして商工振興、あとは購買力の流出の関係でございますけども、本年１２月に

スーパーマーケットがオープンする予定でございます。そうしたことを含めまして、

小規模店舗を含む、取り巻く環境は厳しい状況にありますけれども、商工振興、商

店街の活性化に向けまして、商工会と連携して取り組んでまいります。 
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①「食料・農業・農村基本法改正に向けた考えは（執行方針分）」 

 

西股議員 

私のほうからは、食料・農業・農村基本法改正に向けた考えはということで、町

長にお伺いします。 

現在開催中の通常国会にて食料安全保障の抜本的な強化、環境と調和の取れた産

業への転換、人口減少下における生産水準の維持・発展と地域コミュニティの維持

の観点から食料・農業・農村基本法（以下「新基本法」という。）の改正を目指し

ております。 

１９６１年制定の農業基本法は、農業の生産性向上と農業従事者の地位向上を目

標として制定されましたが、自動車や電気産業の国際競争力が高まり、農産物の関

税をはじめとする国境措置について、極力排除する国際ルールが取り決められたこ

とにより、１９９９年に新基本法の制定とともに廃止されました。この新基本法は

食料安定供給を全面に掲げ、生産性向上と農業の持続的発展、食糧自給率の向上を

政策目標として制定されています。 

今回の改正に向けては、食糧の輸入環境がロシア・ウクライナ紛争等の影響で不

安定な状況となっていることや、国内での食糧需給と将来的に農業者の減少に伴い、

生産量が減少するとの見通しから、１０年先を見据えた政策を検討している状況で

す。 

具体的な新基本法の改正案は不透明の段階ですが、南幌町としても基幹産業であ

る農業については、執行方針の中でも農業振興と担い手対策について方針が示され

ておりますが、今後の農業振興ビジョンの見直しや農地・農業者に関する具体的な

数字の入ったビジョンを示す考えはあるのか。また、改正される新基本法では、生

産段階での温室効果ガスについても「みどりの食料システム戦略」にて、その対応

が求められると予想されています。これらについて、現時点での町長の考えを伺い

ます。 

 

大崎町長 

 食料・農業・農村基本法改正に向けた考えはのご質問にお答えします。 

現在、国が進めている食料・農業・農村基本法の改正案では、農産物の生産コスト

を反映した適正な価格形成の仕組みづくりや海外依存の高い麦・大豆の国内生産の

増大など、食料安全保障の抜本的な強化が検討されています。 

本町の生産現場を取り巻く環境は、化学肥料、原油など生産資材の価格高騰や水

田活用直接支払交付金の見直し、温暖化による農作物の高温障害など、農業経営に
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おける環境が大きく変化していることから、新基本法の改正内容を踏まえ、「農業

振興ビジョン」の見直しを検討してまいります。 

また、具体的な数値目標については、新基本法の改正案で、複数の数値目標が設

定され、達成状況を調査、公表されることから、国の数値目標を踏まえ、検討して

まいります。 

農業における温室効果ガスの対応については、現在、「みどりの食料システム戦

略」に基づき、水田のメタン排出削減や化学肥料、化学農薬の使用低減など環境負

荷低減の取組に向けて検討されていることから、国の動向を注視してまいります。 

 

西股議員（再質問） 

再質問させていただきます。振興ビジョンについては今年見直していくというこ

となんですが、現在の振興ビジョンにつきましては、令和２年につくられていると

いう中でございますけれども、それからですね、やはり農業者がかなり減っており

まして、現在までのところ平成４年の農業委員会のデータですが、戸数としては、

農家戸数としては個人が１３９、そして法人が１７というふうになっておりまして、

平均の耕作面積が現在３４町、３４ヘクタールというふうになっておるということ

でございます。年々やはり個人個人、また法人等の面積が増えているという中で、

新しいビジョンをつくっていく段階では、今年も５、６件やはり農家が離農してい

くという話も聞いておりますので、そこらの対応も含めた形をやはり示していただ

きたいなと。で、数字の見えるという部分についてはこれからも若干変わっていく

という様相があるということで、これから検討していくということなんですが、ぜ

ひですね、生産の目標を大きく掲げることによって、生産者の生産意欲をどんどん

どんどん出していただけるような形のビジョンをつくっていただきたいなという

ふうに思います。 

それと、温室効果ガスの関係ですが、これについては昨年の一般質問の中でも、

私のほうからゼロカーボンの関係で質問されておりまして、その中で町長からもお

答えをいただいております。その段階では、１３経営体、１７８ヘクタールが環境

保全型農業直接支払対策事業に取り組んでいるということなんですが、今年度は予

定として１４経営体で２５０町と、わずかながら増えていっているんですが、これ

については今後どのように普及推進をして広げていくのかという部分について、お

伺いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

大崎町長（再答弁） 

西股議員の再質問にお答えをいたします。初めに、新農業基本法の法制化のスケ
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ジュールでございますけども、議員も言われていましたけども、去る２月２７日に、

基本法の改正案が閣議決定をされました。この後、６月の通常国会で改正法が成立

され、成立後、審議会に対しまして基本法を具現化するための新たな基本計画につ

いて諮問を行い、都道府県の調整などを経まして、来年３月に新たな基本計画が決

定されるスケジュールで進められております。新たな基本法の骨子でございますけ

れども、食料安全保障につきましては、やはり生産コストの販売価格に転嫁するこ

とであります。また、農業の人口減少につきましては、高齢化や個人経営体が大き

く減少することを見据えまして、多様な農業者の位置づけや法人化、スマート農業

を推進すると言っております。 

次に、持続可能な環境に優しい農業でございますけども、温室効果ガスの削減や

食品ロス削減などの取組、みどりの食料システム戦略を進めると言われております。

そこで現在の新たな基本法に伴う数値化でございますけども、食料自給率に加えま

して、食料安全保障などに関する新たな目標設定と達成状況の調査と、結果を公表

することが確認をされております。なお、具体的な目標設定項目や、数値化につい

てはまだ示されておりません。 

そこで、本町の振興ビジョンの見直しの関係でございますけども、議員言われる

とおり、令和２年度から１１年までの１０年間の基本計画でございます。今年度、

中間年の５年目を迎えまして、また、近年の農業情勢を考えると、中間見直しをす

るタイミングであるのかなと思っております。しかし、基本法の改正を踏まえると、

また基本計画の策定時期を考えますと、見直し時期については十分考慮する必要が

あるのかなと。整合する必要があるのかなというように考えてございます。 

なお、農地や農業者の数値化について、これも今までなかなか、町のほうで示す

ことができない、情勢がやはり目まぐるしく動く、それと農家の所得に関係すると

いうことで、なかなかこの辺は数値化できないのが現状でございます。特に農地面

積につきましても、農協さんでもなかなかこう中期的な数値、まあ現状的な数値は

推移できても、なかなか中長期的なものについては示せられないというような現状

でありますけれども、国の数値目標を踏まえて検討をしてまいります。また、この

数値目標をするに当たりまして、現在畑地化を含め、農業情勢がまだ安定しない中、

目標達成のための事業化も必要か否かについて、十分検討する必要があるのかなと

いうように考えてございます。 

なお、環境の問題、みどりの食料システムでございますけれども、現在１４件と

いうことで、内訳については有機４件、緑肥４件、堆肥４件、病害虫３件、これは

延べ件数でございますけれども、そんな状況でございます。この環境負荷軽減対策

につきましては、新基本法で環境との調和や食品ロスなどについて新たに盛り込ま
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れましたけれども、具体的な取組が示されておりませんので、今後の動向を注視し

てまいります。また、水田のメタンガス発生の削減など、これらも溝切りや中干し

などの考えが示されつつありますので、これについてもまた農協さんと相談をしな

がら検討してまいりたいというように考えてございます。なかなかお答えにはなっ

ていないかと思いますけども、よろしくお願いしたいと思います。 

 

西股議員 

まだ決まってもいない基本法の関係で質問をさせていただいて、答えもかなりク

リアされているのかなというふうに思うんですが、できるだけ意に沿ったような形

でビジョンをつくっていただきたいなというふうに思っております。またはっきり

した段階で、またいろいろお話をさせていただける機会があるかなというふうに思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上で終わります。 
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①「交流人口・移住定住人口の増加と地域の活性化について（執行方針分）」 

 

星議員 

それでは、一般質問をさせていただきます。交流人口・移住定住人口の増加と地

域の活性化について。 

現在、全国的に社会問題となっている人口減少と高齢化社会問題に、国をはじめ、

多くの自治体が様々な取組や努力を重ねていると思います。 

そのような状況の中、南幌町は昨年度の人口動態調査において「日本人人口増加

率」が全国１位となり、他の自治体からも注目がされました。また、子ども室内遊

戯施設「はれっぱ」は開業から多くの方に来ていただき、さらに２月には「企業版

ふるさと納税に係る大臣表彰」を受賞するなど、これまでの行政の取組が評価され、

大変喜ばしく私も一人の町民としてとても誇りに思いますし、今後のまちづくりに

も期待をしているところです。 

現在、南幌町では移住定住策として「子育て世代住宅建築費助成事業」を展開し

ていることから、これからも移住定住人口増を維持し、みどり野団地の早期完売を

目指すためには、地域に不足している人材を担う対策の一つとして、地元の農家を

はじめ企業や商業などと協力し、「地域と様々な形で関係を持つ人づくり」を構築

することで移住定住のきっかけをつくれるのではないかと考えます。そこで、町が

地元の農業・企業・商業と連携し、若者世代や企業・農業関連との関係人口を創出

することで、移住定住につなげる考えについて町長に伺います。 

 

大崎町長 

交流人口・移住定住人口の増加と地域の活性化についてのご質問にお答えします。 

関係人口につきましては、「特定の地域に継続的に多様な形で関わる者」と国で

定義され、地域外の人材が地域づくりの担い手となることが期待されています。 

本町では「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」が描く「３０年後も子ども

たちといる風景の実現」を目指して、地域資源を活用した観光、イベントや特産品

などを通じた本町への新しい人の流れをつくり、将来的な移住にもつながる関係人

口の創出、拡大を推進するとしています。 

現在、これまでの子育て支援策や子ども室内遊戯施設「はれっぱ」の開業などに

より、交流人口や定住人口の増加に繋がっています。 

また、包括連携協定による北海道文教大学の学生や学生地域定着推進広域連携協

議会を通じた江別市内の大学の学生に町のイベント、特産品ＰＲ、教育支援、工業

団地企業広報プロジェクトなど様々な活動に参加いただき、若い世代の関係人口創
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出の取組を進めているほか、地域おこし協力隊員の自身の才能や能力を活かした地

域協力活動が、本町への定住・定着を図る取組として、地域の活性化に大きく繋が

っています。 

令和６年度は「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」の計画期間が終了する

ことから、新たに「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を策定し、地域外からの

交流の入り口を増やし、将来的な定住人口の増加につなげてまいります。 

 

星議員（再質問） 

答弁ありがとうございます。今、現在、いろいろな取組や政策の成果で、交流人

口の増加、そして町の人口増加につながっていることはすばらしいと感じています

し、さらに関係人口創出の取組として、近隣の学生さんが町のイベントや企業広報

プロジェクトなど、様々な形で町の人と関わっていただいていると理解しています。

今後は人口減少という、どこの自治体にも共通する課題があると思われます。南幌

町としては、今後は新たな企業誘致や、札幌圏に近い生活環境ということからも、

町への関心も高まってくると思います。そのような新しい環境においても、これま

での取り組んでいる若い世代と町との関係性を、次のデジタル田園都市国家戦略の

中に生かしていただきたいと私は思っています。 

ここから再質問させていただきたいのですけれども、現在、町としては若い世代

の方々と様々な活動を通した取組が行われていますが、これを一過性の取組として

ではなく、今までの人と人との関わり合いを維持して、またさらに内容を広げてい

く考えはあるのか、町の考えを伺います。 

 

大崎町長（再答弁） 

星議員の再質問にお答えいたします。町の３月１日の人口でございますけれども、

７，８０３人で、一昨年５月より１年１０か月間、毎月の人口が連続増加中でござ

います。国立社会保障人口問題研究所、いわゆる社人研が２０１８年、平成３０年

に公表した本町の将来人口でございますけども、２０３０年、Ｒ１２年に５，８５

４人、２０４５年、Ｒ２７年には３，８９３人と推計された経過がございます。当

時非常に危機感を持ちまして、その後、子育て支援事業や知名度向上対策などを拡

充し、現在の移住定住につながっているものと思っております。なお、昨年１２月

に社人研が公表しました本町の将来人口は、２０５０年、Ｒ３２年に４，３５２人、

３０年間で４０％減少すると推計されてございます。 

交流人口の関係でございますけども、本町の交流人口、観光入込客数になります

けども、昨年度の上半期は１４万５，０００人でありましたけども、本年度の上半
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期は２５万３，０００人で、７４％上昇しております。この要因は、やはり主には

れっぱと中央公園の入り込みであります。そこで議員の言われる、若い世代の関係

人口の創出でございますけども、この地域と様々な形で関係を持つ人づくりという、

この関係づくりと人づくりというのが一番難しいのではないかなと思っておりま

す。過去の例から、行政が押しつけ的にやるものは、やはりこう長続きがしないの

で、行政はそのような機運づくり、醸成づくりを果たす役割にあるのかなというふ

うに考えてございます。 

現在、例えば農猿さんが若手農業者を中心にいろいろな業種の方で組織され、野

祭、これは町の一大イベントに定着して、町内外の多くの方が関わっております。

また、ラジコンフェスなども多くの業種の方が参画されております。そして今月行

われるうたポロなども、多世代の町民交流が進んでいるものと思っております。そ

して先月、４年ぶりに観光協会主催によります冬まつりが行われましたけれども、

これまた青年団体連絡協議会が協力していただいて、団体間の連携も図られている

ものと思います。そして本町には現在地域おこし協力隊を３名配置しておりますの

で、その方々の協力、努力も、もうかなり本町の活性化に関わっているのかなと思

います。 

そこで、地域連携や関係人口創出の一つとしましては、現在のまちづくり活動支

援事業の活用が見込まれるのではないかと思います。これは町民や団体、地域の活

動を支援するもので、近年申請件数が増加中でございます。現時点では、そうした

活動を有効に使っていくということで、関係人口の新たな創出をするための事業化

などは考えておりません。 

 

星議員 

今、町内でも様々な取組や活性化に向けていろいろな事業をされているというこ

とで、理解しました。やはり、この関係人口の創出がどのくらい移住定住につなが

っているかということを数字で表すことはすごく難しいと思います。やはり若い方

との関わりを維持していくということも、一つの課題というか、大変なことではあ

ると思うんですけれども、やはり移住定住のきっかけというのは様々であると思い

ます。町に来ていろいろなことを楽しみながら、南幌町の魅力を発見する方もいれ

ば、やはり人と人とが関わり合いながら、様々な活動をすることで、活性化につな

げられるよう維持して、今後５年１０年とつなげて、様々な活性化から町の魅力を

つくり出せるように、継続して行っていただけるような取組になることを、今、難

しいようでありますが、今後も持続的に行っていただきたいということで、私の一

般質問を終わらせていただきたいと思います。 
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①「安全安心に暮らせる災害対策について（執行方針分）」 

 

湯本議員 

能登半島での地震以降、町民や国民の皆さんの地震災害に対する関心も非常に高

まっており、南幌町における安全安心に暮らせる災害対策について質問をさせてい

ただきます。 

執行方針の第五、「誰もが安全に暮らせる安心づくり」について質問いたします。 

本年１月１日に発生した能登半島地震は、未だに多くの被災者が避難所生活を余

儀なくされています。地震調査委員会では「震度６弱以上の揺れに襲われる確率が

０％の地域は１つもない。」と指摘しており、防災の専門家は「災害はいつ起こる

か分からない、対策は最悪の事態を想定して計画することが何よりも重要」と指摘

しております。南幌町はご存じのとおり軟弱地盤であり、多くの活断層に囲まれて

いることから、地震に対する防災対策の強化が必要と考えます。私たちが注意しな

ければならないのは、冬期の対策です。地震の揺れでは生き延びても、寒さで命を

落としてしまう可能性があります。これらのことも念頭において、地域の特性にあ

わせた防災対策を検討していくことが必要です。執行方針で「冬期間を想定した防

災訓練の実施」、「災害備蓄品整備計画」の充実などがうたわれており、ともに安

全安心なまちづくりを進めていく立場で、以下の点について質問をいたします。 

１、冬期間の災害では低体温症・凍死が脅威となります。冬期間を想定した防災

訓練の具体的な内容をお聞かせください。また、大規模災害の場合、災害支援の要

請をすることになると思いますが、救援が到着するまでの対応についてどのように

考えているかお聞かせいただきたいと思います。 

２、「南幌町災害備蓄品整備計画」に基づき災害備蓄品等を整備していると思わ

れますが、国の防災基本計画では計画作成段階において、女性の参画を推進し、女

性の意見を反映できるよう配慮するものとされています。次期計画策定に向けて町

の考えをお聞かせください。 

３、町内にはグループホームの利用者など介助を必要とする方々がいます。その

ような方々はどのような災害時も、直接「福祉避難所（あいくる）」に避難できる

ようにすべきと考えますが町の考えをお聞かせください。 

 

大崎町長 

安全安心に暮らせる災害対策についてのご質問にお答えします。 

１点目のご質問については、冬期間に発生した災害により、町民の避難が必要で

ある状況を想定し、関係機関にご協力いただき、改善センターで避難所設置運営訓
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練を実施したいと考えています。訓練の内容については、停電対策訓練、備蓄資機

材の機能性確認・動作訓練のほか、町民の方に段ボールベッドや間仕切りテントの

設営をしていただき、冬期間の避難所生活を体験することで、防寒対策や日頃ご家

庭での備蓄品に対する意識の向上と自助・公助・共助に対する考え方を広く共有し

たいと考えています。 

また、自衛隊への派遣要請などについては、人命及び財産の保護のため必要があ

る場合に、北海道を通じて派遣要請することとなりますが、人命救助となれば、自

衛隊の到着を待たず、早急に対応する必要があるため、町が消防、警察と連携・協

力して、救助活動を行うこととなります。 

２点目のご質問については、「第３次南幌町災害備蓄品整備計画」に基づき女性

用衛生用品等を整備していますが、次期計画策定に向けては、アンケートや防災出

前講座などで広く町民の意見を聞き、災害対応における女性の視点を取り入れてま

いりたいと考えています。 

３点目のご質問については、福祉避難所の避難対象者は、身障者手帳をお持ちの

方や要支援等の介護認定を受けている方など、「避難行動要支援者名簿」に登録し

ている方を対象としています。また、グループホームを含む高齢者施設に入所され

ている方については、国のガイドラインにおいて、福祉避難所の受入対象者となっ

ていないことから、施設に策定が義務付けられている「避難確保計画」に定める施

設へ避難することとなっています。 

 

湯本議員（再質問） 

 今、質問に対する答弁があったわけですけれども、南幌の災害対策のですね、計

画書を、一通り目を通させていただきました。感じたことを率直に申し上げますと、

南幌は歴史的にはですね、水害が経験をされておりますので、水害に対する意識と

いうのは非常に高いものがあるというふうに考えます。○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○これは今度の策定の時を含めてですね、本当に見直し

をしていかなきゃいけないだろうというふうに思っています。今の南幌は新しい居

住者の方々も来られて、新しい家も建てて、そしてこの快適な生活をこれから南幌

で送ろうという方々もたくさんいるわけです。震災は御存じのように、一瞬にして

そうした財産や人の命を奪ってしまうというような、大変にむごいと言いますか、

そういうものであります。 

南幌がどういう状況に置かれているかというと、これにも書いてありますけど、
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町のほうにも書いてありますけど、北海道の中でもですね、極めて活断層に囲まれ

た本当に珍しい地域ということが言えると思うんですね。南幌を中心にして囲んで

いる海溝型や内陸型の活断層は、今数えただけで６つ、それから札幌で影響を及ぼ

すような活断層のまだはっきり名前がついていないようなものを入れると９つ、こ

の南幌の町をぐるーっとですね、囲んでいるわけです。 

この地震災害対策計画書というのは、南幌もつくっていますけど、これの中にも

一つ一つそれらの地層における地震が発生した場合に、南幌にはどういう被害が起

きるかということを、事細かにここまではつくっているんです。これは本当に大し

たものだなと思って読ませていただきました。 

南幌で地震の災害の備えがなぜこう弱いかというふうに感じますと、能登の例を

出しては申し訳ないんですけど、能登地震で今一番問題になっているのは、石川県

では、能登半島を中心に地震は起きないというのが想定されていたということがず

っと言われています。ここにもありますけども、日本の地震震災地図の中に見ても

真っ白け、色つきで地震災害が起きる所を地域分けしているんですけど、能登半島

は真っ白です。言われているように、馳知事も含めてですね、石川県は地震のない

県だということで、企業誘致などを取り組んできたと。ここまではいいんですよ、

ここまではね。しかし２００７年に震度６の地震が起きて、ここ数年間は能登半島

を中心に大小の地震があれだけ数多く発生して、研究者の中ではこの地震災害に対

する見直しをしなければならないということを提言していたと。しかし、なかなか

行政はそれで動かなかったと。結果、今日のような大きな地震が起きて、初動も遅

れ、様々な問題が今指摘をされているという実態にあるわけです。 

そこで今、国をはじめとして言われているのは、この５年に１度とか、いろいろ

この見直し計画はあるんだけども、適時に必要な見直しはきちっと行うべきだとい

うことが提言をされています。その立場でお伺いいたしますが、冬期間の地震が南

幌で起きた場合にはどういう状況になるかというふうに想像しなきゃならないと

いうふうに思うんですね。能登半島で２４０数名の方が今のところ亡くなられてお

りますけれども、この死者数のうち、何とですね、１月１日という季節柄もありま

すけれども、低体温症による死亡は１６％です。ご存じのように能登半島での気温

はまだ、プラスの気温ですよね。そういう状況でも、低体温症による死者が１６％

もいる。南幌で同じ時期に、このマイナス気温の中で、雪の中災害が起きたら、じ

ゃあどういうことが起きるのかということになると思うんです。私も登山などをし

て指導者からよく言われたんですけども、低体温症というのは大体１５度以下にな

ると低体温症の危険があるから、登山中でも体を濡らすなとか、いろいろ注意を受

けながらやってきました。マイナス気温になると、大体ですね、北海道の人方は、
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本州の人方と比べて家の中を非常に暖かくしているので、着ているものについては、

向こうの方よりも非常に薄着だということが普段言われていますね。そういう状況

のもとで、風速３メーターぐらい、気温がマイナス５度。こういう状況に、この被

災の時に投げ出された時に、地震に直接被害がおかれなくても、低体温症や凍死な

どによる死亡の率は、３時間から１０時間以内。よく言われる７２時間という、こ

の黄金の壁と言われるこの７２時間という救助活動では、到底間にあわない。こう

いう厳しい状況のもとで災害活動を行わなきゃならないということなんです。です

から、そういうことを想定して防災計画ができているのかなと。家が破壊されて、

そこに住めなくなるような方々もいるかもしれないけど、寒さに耐えて、それによ

るために避難場にも駆けつける。避難場はそうした低体温症になりかけの方々を、

たくさん来る方にね、まず体を温めることをどうするのかということなども考えな

きゃいけない。事細かにそうした想定をした上で、計画をしていくということが大

事だというふうに思うんです。ぜひそういった形を取っていただきたいというふう

に思うんです。 

そして何よりも、ここは町長もおっしゃられているように、自助・共助・公助と

いう形でですね、防災こそまさにこうした形で取組が進まなかったら守れないです

よね。まず自らどういう普段の備えをするのかということが大事なことだというふ

うに、私も思っています。しかし、最終的には避難場に駆けつけて、そして人の手

を借りて、町の力も借りて、命を守っていかざるを得ない。そこにやっぱり町民の

安心感がないとですね、やっぱり町政として、安心してここの町で住んでください

というふうにはなかなか言えないだろうというふうに思うんです。 

そこで２、３指摘をしたいというふうに思うんです。冬期間の訓練については、

それでという形を認識しながら進めていくということになると思うんですが、２番

目に出しています、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○国はガイドラインを出しています。そのガイドラインに沿って対策を講じ

るんだけども、我が町ではどうなって、どういうふうな対応をしなければならない

のかということが必要になると思うんです。 

もう一つ、具体的にお聞きしたいと思います。それは３番目にお聞きしたグルー

プホームの問題です。確かに国のガイドラインではそうですし、南幌にある施設も、

独自に避難計画やなんかも含めて計画を持っています。しかし、漏れているところ

があるんですよ。私が地域の代表として関係をしておりますグループホームがあり

ますけれども、そこで防災の話をこの前させていただきました。向こうから聞きま

した。水害の時と地震の時とは、避難場所が違います。それはそうですね。違って

いる形で、それはいいんです。そして、そこに行って結局２次的に、町かそこの運

営者の判断を得て、福祉避難所であるあいくるに行けるかもしれないというような

話でした。でも、これを見てみると、国のガイドラインもそうですけれども、南幌

のこの防災計画の中にも、南幌でそういう援助を必要とする、介護を必要とするよ

うな方々の名簿やなんかは町で把握しているわけですよね。きちっと。すばらしい

と思います。そしたら、わざわざ水害の時にはぽろろ、違ったかな。ごめんなさい。

逆かもしれません。水害の時にはぽろろ、地震の時にはスポーツセンター。そして

そこに行ってから介護３とか、もう介助者がいなければ動けないような人方を福祉

施設に、避難所に移す。こういう形なんですよ。今の形でいうと。これ無駄でしょ

う。もうはっきりしているんだから、直接福祉避難場への避難をするというような

形で、現地のですね、やっぱり施設ともきちんと防災計画、避難計画を立てるとい

うことが重要だというふうに思いますが、この点について質問いたします。 

それからもう一つ、何といっても南幌は軟弱地盤です。避難場に行っても安心し

て暮らせるだろうか。今、能登で言われているような様々な問題が起きてこないか

というような、不安に思っている方がたくさんいると思うんです。今、能登のほう

でもですね、この災害で何が一番困るか。長期にわたる水道、水が供給されない。

これが非常に問題だということが言われています。そこで、国はですね、こうした

状況をもとに、国土強靱化計画基本計画というのをですね、各それぞれの自治体に

対して示しているわけです。これも出ていますけれども、この中に、水道施設につ

いては２０２８年までに６０％を耐震化率にするという目標が掲げられていて、北
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海道では大体平均４０％を超えています。東京などは地震が起きるかどうかという

大きな地震の構えがありますから、神奈川なども含めて、そこは８０％を超えてい

ますけれど、いずれにしても、この耐震化というのは今極めて重要な課題ですし、

南幌のように地盤が軟弱な所であればですね、なおさらここに注意をしなければな

らないというふうに思っているんです。ところが南幌のやつを調べてみました。南

幌の水道の耐震化率は１．８％です。１．８％というのはどこをやっているのかわ

からないですが、もしかすると、指定避難場所になっているような所も、この耐震

化率では対応できていないのではないかという不安も残るわけです。こうした基本

的なところをですね、きちんとやっていくということが必要だというふうに思いま

す。またこれは町だけではできませんので、それはやはり関係機関と議論していか

なきゃいけないというふうに思うんですが、まず自助の関係でいうと、ちょっと長

くなりますが、何といってもですね、こうした現状、南幌は軟弱地盤で震災後、被

害も地震が起きた場合に起きるかもしれない。被害が大きいかもしれない。その被

害の大きさは、道路とか水道に出てくるわけです、地質上。これは指摘されていま

す。防災のところからね。私も道路ふちに家がありますけれども、大きな車やダン

プが通ると、通るたびにもう家が大体震度１ぐらいの振動を受けるというような地

盤構成になっていると。ですから、そうしたことも踏まえて、防災ということはど

ういうふうにするか。南幌では現状そういう形になっているよと。水道も残念なが

らそういう状況だから、従って、自立する町内会やなんかでもいろいろ考えていく

上で、そういうことも検討しながら防災計画も防災対応もしていくというようなこ

とを、逆に町民の側にも訴えていかなきゃいけないというふうに思っています。 

それでですね、２番からちょっと飛んでしまいますが、この南幌町の災害備蓄品

整備計画についての回答がですね、アンケートなど、防災出前などで町民の意見を

広く聞くというふうになっていますが、これは私の質問に答えていないと思うんで

す。これ今問題になっているのは、どの分野でも、どの分野にでもですね、この災

害対策のスタッフの中に女性を必ず入れる。できれば３分の１を入れる。３分の１

を入れるというのには理由があってですね、ガイドラインの中にもちょっと出てい

ましたけど、言葉が難しかったので要約しましたが、ポジティブアクションという

ふうに言うらしいですが、積極的改善措置ということで、構成されるメンバーの中

の３割を超えれば、発言権が無視されないという存在だそうです。その団体の中で

ね。従って、防災計画やなんかの中にもですね、必ずスタッフの中には女性を入れ

るということが、今防災関係の中では常識化している考え方です。ですから、町民

の意見を聞く、アンケートを取るということはそのとおりでいいと思うんですが、

それを進める側の町の体制の中では、必ず女性を入れてですね、女性の細かな意見
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を聞きながら、防災計画の用品も揃えていっていただきたいというふうに思うんで

すが、再び町長の答弁を求めます。 

  

総務課長 

私のほうから、災害備蓄品整備計画の関係でお答えをさせていただきます。現状

の本町の災害備蓄品計画における考え方でございますけれども、北海道が公表して

ございます、地震被害想定調査結果におきまして、本町に影響を及ぼすと考えられ

ます石狩低地東縁断層帯支部の地震による避難者が９４１人とされていますので、

それらを踏まえて対象人口を１，０００人としてございます。その対象人口１，０

００人としての食料品の備蓄というような考え方の中で、現在の災害備蓄品計画を

策定しているというような考えのもとでございますので、理解をお願いしたいと思

います。 

 

大崎町長（再答弁） 

それでは私のほうから、湯本議員の再質問に対してお答えをさせていただきます。 

いろいろご指摘をいただきましたけども、現状について少しお話をさせていただ

きます。女性委員の登用でございますけれども、現在の防災会議の委員でございま

すけども、これは条例で定められておりまして、現在、国の職員、国交省ですね。

国交省、いわゆる札幌開発建設部。また、道庁、それと自衛隊、または警察、そし

て関係機関として、ＮＴＴや北電、そういう方々にお集まりをいただいて、いわゆ

る充て職という形になっております。これについても、湯本議員より言われるよう

に、女性委員の登用が図られるべきではないかということでございます。この充て

職に加えて、女性委員の登用、参画がどうかということについては、検討してまい

りたいと思います。それと全然声を聞いてないんじゃないかということでございま

すけども、私どもとしましては、いろんな形で、町の広報ですとかそういうものに

ついても周知しておりますし、またこれから、アンケート調査、そして出前講座な

ども実施して、その声を反映していきたいというように考えてございます。町とし

ては、できることをやっていこうという考えでございます。 

それと、グループホーム、福祉避難場への受け入れの関係でございますけども、

福祉避難所の受入対象、これは在宅者でございます。そこは理解していただかない

と、話がなかなかかみ合っていかないのかなと。それで、身障手帳、介護認定を受

けている方が対象で、町ではその方４３名を避難行動支援者として名簿登録して、

適時状況確認をしてございます。例えば、震度４以上の地震が発生したとか、そう

いう時には職員がその者の所に行って状況を確認する。そのような対応を取ってご
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ざいます。それと、そのグループホームを含む高齢者施設、これにつきましては、

国のガイドラインで災害時の施設が避難確保計画を策定するということになって

おります。この方々が、いわゆる避難場に皆さん来られた場合、こういう方々がで

すね、当然あいくるでは受け入れがしきれません。そういったことから、施設は施

設でそういう避難確保計画を持つということとなっております。ちなみに町内の社

会福祉においては、それぞれ災害を想定して、町内外の施設と連携協定を締結して

ございます。福祉施設の受入対象は、あくまでも在宅者ということでございます。

そんなことで、町の人手についても限りがございますので、そんなような形で施設

と棲み分けをしているということをご理解いただきたいと思います。 

あと、水道施設につきましても随分ご指摘をいただきましたけれども、水道施設

につきましては、長幌上水道が実施者でございます。長幌上水道で耐震化計画を持

って進めております。これにつきましてはうちの構成議員も出ているわけでござい

ますので、その件については、湯本議員も承知しているのかなと思っております。

ちなみに、公共施設で耐震化されていない所はございません。そういうことも承知

いただきたいと思います。なお、古い耐震化、長幌浄水場で進めておりますけども、

やはり耐震化を進めるためには、やはり水道料金の関係もございます。財源がなく

してできないわけですから、そういうことも長幌上水道で勘案して進めているもの

と思います。まあ、ちょっと答弁漏れがあるかもいたしませんけれども、そんなこ

とでご理解をいただければと思います。 

 

湯本議員（再々質問） 

何点かまだあるんですが、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○やっぱり南幌は非常に活断層に囲まれて

いるというふうに言いましたけど、ほとんどはですね３０年以内で、多い所で４％

という、こういう形ですよ。示されているのはね。だけど、この間私たちが経験し

ている地震というのは全く違うわけですよね。阪神淡路大震災というのがありまし

たけれども、あそこでの地震の評価というのはどうかというと、３０年間で０．４％

ですよ。ほとんど地震はないというふうに言われていたんです。その前年まで。し

かし地震が起きた。そしたら、翌年には１００％になっちゃうんです。もう起きた

んだから、１００％に。能登だってそうですよ。ゼロですほとんど。近くではむか

わだってそうでしょう。予測はされていないんですよ。それで、地震学会をはじめ

防災はどこの場所でも６以上の地震がいつ起きるかわからないというのが日本の

特殊性だと。だからそれにあわせた防災対策を今してくださいという形で、国だっ

て国土強靱化基本計画みたいなのを出して、自治体なんかに示しているんじゃない

ですか。南幌は活断層やなんかに囲まれて非常に多いけど、評価でいうと、０から

０．３％、多い所で４％ぐらい。まだまだ安心だな、これは全く信用のできない数

字だということが根幹はっきりしているわけですから、そういう防災意識の持ち方、

取組、これをぜひ町民も一緒になってやっていきたいというふうに思いますので、

特にこの点については改善をしていくということで結構だというふうに思うんで

す。取組の中でね。ぜひそういった方向で、町民と一緒になってですね、安心して

この防災計画、それから安心して住めるまちづくりをともに進めていくというふう

に目指したいというふうに思います。 

 

大崎町長（再々答弁） 

ただいま、いろいろ湯本議員よりお粗末であるとか、心がこもっていない、信用

できないとかっていうことの、きついご意見を、ご指摘をいただきました。そんな
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ことのないように防災対策を進めたいと思います。 

いずれにいたしましても、この度の能登半島地震を改めて再確認して、本町の災

害対策を確認してまいりたいと思います。また、災害は町民と一緒になってという

ことを言われております。湯本議員から言われております。当然行政だけでは乗り

越えることができません。町民・地域の方のご協力がなければ、乗り越えることが

できません。そういったことで、現在進めております地域の自主防災組織の設立、

こういうものにもまた地域にご理解いただき、そして、自助・共助・公助が図られ

ますよう、そういったことで安全安心に暮らせるまちづくりを進めていただきたい

と思いますので、ご理解をいただきます。 

 

湯本議員  

すいません。一つだけ、一番最後にですね肝心なことがありましたのでお聞きし

ます。 

 

側瀬議長 

湯本議員。質問漏れならいいんですけど、答弁を求める前に、先に通告していな

ければ、なかなか出ないと思うんですけれども。 

 

湯本議員 

いや、先ほどの回答に対する。 

 

側瀬議長 

そうですか。はい。 

 

湯本議員（再々質問） 

ちょっとごめんなさい。先ほどの答弁、先ほどというかその前のですね、答弁で

漏らしてしまいましたので申し訳ありません。 

ガイドラインによると、要支援者ですね、要するに。福祉避難場所に対する避難

は在宅というふうに言われたかというふうに思うんです。それはガイドラインはガ

イドラインでいいんですよ。ガイドラインで。でも漏れているところがあるじゃな

いですか。福祉施設が独自につくるんだって、例えばゆうとかはね、全部自分たち

で被災になった時には自分たちがどういうふうに避難するかということが計画さ

れています。今度名前を出しますけど、僕がやっているグループホームのなかまは、

町のほうからも、水害の時にはぽろろに行ってください、地震の時にはスポーツセ
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ンターに避難してくださいという形で受けて、自分たちもそういうふうに思ってい

る。だけどそこで生活している人方は、介護度３とか５とかになってくると、南幌

もたくさん介助を受けなければもうできないということがはっきりしているんで

すよ。ただこの人方は、この規定からいったら抜けちゃうんですよ。でもね、ガイ

ドラインというのはあくまでも指針を示しているだけで、それをどう適用するかと

いうのは、それぞれ町の独自の解釈、独自の判断ができるわけですから、ぜひ漏れ

のないようにですね、全ての人方をやっぱり救う、受け入れると。もしそういうと

ころがあるんなら現地をちゃんと見てですね、避難の仕方についても検討していた

だきたい。行き場がないんだから、ぜひお願いしたいと思います。 

 

側瀬議長 

要望でいいですね。（はいの声） 
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①「高齢者の生きがいづくりについて（執行方針分）」 

 

熊木議員 

高齢者の生きがいづくりについて、町長に質問いたします。令和６年度、執行方

針は６つの目標を掲げています。そのどれもが、町民の将来にわたっての生活に欠

かせない重要な目標であると思います。その中の、すこやかな毎日を支える健康づ

くり、誰もが安全に暮らせる安心づくりについて質問します。 

高齢者福祉について「第９期南幌町介護保険事業計画・高齢者福祉計画」案が示

されました。高齢者が住み慣れた地域でいつまでも健康で自分らしい生活を送るこ

とができるまちを目指すとして、施策が掲げられています。まちで取り組まれてい

る健康推進事業や、高齢者の居場所づくりとなる老人会やカフェサロンなど、誰も

が高齢になっても地域とかかわりながら人生を豊かに過ごしていけるよう支えあ

うことが必要です。それにはお互いに声を掛け合って参加を促すことが今以上に必

要になってくると考えます。地域の会合や、イベント等に参加したいと思ってもら

えるような工夫が必要ではないでしょうか。外出の機会を創出し引きこもりや孤立

者を出さないために具体的な施策を伺います。 

 

大崎町長 

高齢者の生きがいづくりについてのご質問にお答えします。 

本町では、地域の高齢者が気軽に集える「カフェサロン」のほか、「高齢者いき

いき健康マージャン」や「男の料理教室」、教育委員会が実施している「さわやか

カレッジ」、社会福祉協議会が実施している「ボランティアフェスタ」や「ひだま

りサロン」など、様々な生きがいづくりの場を提供しており、参加される方も増加

しています。 

第９期介護保険事業計画策定のために実施した、６５歳以上の高齢者の日常生活

圏域ニーズ調査では、「趣味又は生きがいが思いつかない」や「地域での健康づく

りや趣味のグループ活動に参加したくない」などの回答が３割程度ありました。 

高齢者の閉じこもりや孤立は、その方の人生経験や価値観、さらに身体的・精神

的な要因が大きいことから、「南幌カフェサロン学習交流会」による意見交換会や

高齢者が関心や興味を持てる事業の拡充を検討し、外出機会の創出に取り組むとと

もに、高齢者と認知症への理解や寄り添い方を学ぶ講座などを実施してまいります。 

 

熊木議員（再質問） 

第９期介護保険事業計画、この高齢者福祉計画案では、住み慣れた地域でいつま
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でも健康で自分らしい生活を最後まで送ることができるまちを基本理念として、実

現に向けた取組をすることが示されています。ただいま町長にご答弁いただきまし

たが、町で取り組まれているカフェサロンをはじめ、男の料理教室など様々な生き

がいづくりの場を提供し、参加されている方が増加しているということは、今まで

継続し、そして工夫を重ねていることに敬意を表します。 

しかし、各地域の老人会の、例えば老人会ですけれども、参加者は減少傾向にあ

るように思います。健康上の問題もありやむなく退会する方や、自分で会合の場所

まで行くことができなくなった方、そういう方も理由にあります。比較的若い会員

さんがいる地域では、車に乗り合わせるなど工夫しているところもありますけれど

も、やはり限界があります。あいるーとをもっと気軽に利用できるよう、高齢者へ

の減免措置などを考えることも必要ではないでしょうか。昨年の私の質問のご答弁

で、検討されたことにより、４月からの回数券や町のイベント時に運行など、改善

されたということは町民皆さんにとっても大変よかったと思います。７０歳以上を

１００円にという提案を再度させていただきたいと思いますが、町長の考えをお聞

きします。 

また、老人会の会合では、保健師さんに来ていただき、健康のアドバイスや、季

節の行事を楽しむなど、それぞれの老人会等で工夫されています。出前講座など、

積極的に取り入れてもらえるような働きかけを行うことで、社会につながる喜びや

まちの活性化で話題になっていることに関心を持っていただくことが必要かと思い

ます。高齢者がかつて活躍し、町の発展に大きく寄与してきたことをみんなで讃え、

それぞれが果たしてきた役割に敬意、リスペクトをすることが必要だと思います。

それらについて、今後の施策があれば伺います。 

また、孤立者を出さないことが喫緊の課題だと思います。お一人暮らしの方が不

幸にも亡くなられて、発見された例も見られます。農村部では、転居し、空き家に

なっている地域も増えていることから、以前のような隣近所の関わりが残念ながら

減少している状況かと思います。地域担当職員との関わりなど、今後ますます重要

になってくるかと思いますが、町長としては、これらのことについてどのように考

えているか伺います。 

また、保健福祉課、社会福祉協議会が各事業を取り組まれていることは、先ほど

の町長の答弁で述べられましたが、カフェサロンの取組が現在町内７か所で実施さ

れ、高齢者だけでなく全世代の方を巻き込んだ取組は、それぞれのサロンが独自に

楽しい企画で進められております。サロンを開設されていない地域に、行政のほう

から声をかけて開設できるようにならないのか伺います。先日、私たち総務常任委

員会では、鶴城地域のカフェサロンを訪問いたしました。その中で、大変貴重な意
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見等を伺うことができました。その高齢の方は、カフェサロンを楽しみにして来ら

れて、そこに参加していて、農村部で今実施しているのは、この地域だけだけれど

も、かつては農村地域の交流がすごく多かった。だからこういうカフェサロンが各

地域にできて、交流することができればいいなと思っているという、率直な感想を

述べていただきました。 

先ほどの町長のご答弁で、高齢者と認知症への理解や寄り添い方を学ぶ講座とい

うことが示されましたけれども、これは具体的にはどのような内容かをお聞きしま

す。 

 

大崎町長（再答弁） 

 熊木議員の再質問にお答えをいたします。再質問に対しまして、答弁が前後する

場合もありますので、ちょっとご容赦いただきたいと思います。現在行っておりま

す、生きがいづくり事業でございます。カフェサロン、健康マージャン、料理教室、

ひだまりサロン、さわやかカレッジ、いずれもコロナ禍が明けまして、非常に参加

者が増えている状況でございます。特にカフェサロンにつきましては、現在７か所

でございますけれども、やはり地域のお年寄りの活性化ということを考えれば、今

後さらに増えていっていただくことを期待しているところでございます。それで、

声かけや事業の参加促進でございますけども、現在は様々な機会を通じまして潜在

者の情報収集や、口コミ、チラシの配布などで事業の勧誘を行っております。例え

ば、カフェサロン、学習交流会の意見交換会の中で、なかなか腰の上げにくい、男

性参加者の方々に対する潜在者、または参加しやすい環境づくり、または一旦参加

したんですけどもその後参加されなくなった方々の動向などについて、できる範囲

でそんなことで意見交換をしております。 

参加促進に向けた新たな工夫でございますけども、特段新たな取組は考えており

ませんけども、現在いろんな事業を行っております。かなり回数も内容も多いのか

なと思っております。そういった事業の充実、これらを図りまして、また出前講座

や健康教育において、さらに事業に参画していただける方を募っていきたいという

ように考えてございます。 

また、引きこもりとか孤立者の関係でございますけども、何かを行えば引きこも

りや孤立が防げるというものではなかなかないのではないかと思います。先ほど申

し上げましたように、本町では保健福祉課、教育委員会、社会福祉協議会などを中

心に、高齢者を支える事業や生きがいづくり事業を多く行っております。これらの

事業を充実してまいりたいというふうに考えてございます。 

それと外出の機会の創出ということで、あいるーとのお話をいただきました。あ
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いるーとは、令和３年１０月より運行しているものでございます。新年度より、新

たに回数券の導入、それとイベント開催時の試験運行、さらに介護認定者の介添人

の料金割引という形で実施させていただいて、高齢者の外出機会の創出につなげて

いきたいというように考えてございます。そうしたことから、カフェサロンや高齢

者向けの事業におけます特別料金や割引については考えておりませんので、ご理解

いただきますようお願い申し上げます。 

 

熊木議員（再々質問） 

ただいま答弁いただきまして、カフェサロンとか町がやっている事業については、

私も高く評価しています。それで、最後のあいるーとの利用料金については、これ

は今後も引き続き要望していきたいと思います。先日行ったカフェサロンでは、お

うちの方がいらっしゃるところは送ってきて、帰りは乗り合わせて帰ったり、あい

るーとを利用したりということでした。今、この問題だけでやるわけではないんで

すけれども、料金を下げることによって、町にもやっぱり予算があるのでというこ

とでの、前回のご答弁でした。だけれども、私は高齢者がどんどん外に出るという

ことを奨励する意味で、料金を引き下げることで、利用する回数が増えるというこ

とが、やっぱり町にとっても町の活性化と、それから高齢者がこの９期の計画にあ

るように、住み慣れた場所でいきいきと暮らしていけるということに大きく役立つ

と思います。ですからこれはやっぱり引き続き、皆さんの声を届けていきたいと思

っていますので、今後もこういうことについては質問したいと思います。 

それから、今、出前講座のこととか地域担当制のことも、先ほど質問いたしまし

た。町でもいろいろ取り組んでいると思うんですけれども、やっぱりもっと積極的

にやるべきではないかなと思います。 

それから、この調査のアンケートの中で、引きこもりというか、なかなか人と関

わり合いたくないとか、もう出不精になったんだよねという人が確かにおります。

その人方に何とか参加してもらえるような工夫というのは、今まだ沢山ないような

んですけれども、やっぱりそれをみんなで生み出していくということが、ますます

必要になってくるかと思います。先ほども申しましたけれども、やはり外に出ない

で不幸にして亡くなって何日か経って発見されたということは、それは本当に防い

でいきたいなと思います。 

高齢化社会、先ほどの質問にもありましたけれども、どんどん高齢化していく中

で、元気な高齢者をつくっていくということが、町の大きな役割ではないかなと私

は思います。ですから高齢者が、高齢者高齢者というばっかりではないんですけど

も、自分たちが今まで町の発展に寄与して、いろんな形で活動に貢献してきたその
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方たちの苦労とか、それを親身になって学んだり讃えるということによって、その

方がこの後生きていくというその社会の中で自分はもっと自信を持って生きてい

っていいんだということにつながっていくと思うので、そういうことは町としても、

また隣近所の町民としても、それらを普段から日常不断にそれを取り入れていくと

いうことが、すごく大事なことではないかなと思います。ですからそれを町の、今

いろんな行事をやっていますけれども、そこの根幹に据えていただきたいなと思っ

ています。 

それで、再々質問の中でお聞きしたいのは、地域リハビリテーション活動事業の

活動実績について伺います。これは地域の老人会とかカフェサロンとかにも出向い

て行って、支援されている事業だと思いますけれども、その実態と、それから今後

の普及計画というか、その辺についてもお聞きします。また今、あいくるで実施し

ている事業を地域に出向いて行くことができないか伺います。例えば、会場のこと

とか人員のこともあるんでしょうけれども、快足シャキッと倶楽部などは、前にも

一度質問したんですけれども、今まで週２回行けていたのが、すごくたくさんの方

が応募しているということで週１回しかできなくて、高齢者で一人暮らしの方は、

週１回その時だけ外に出て、おはようとかさようならとかって声をかけることがで

きる。何とか２回に増やしてほしいという声があります。また、出向いて行って、

あいくるとか夕張太のふれあい館とかに行って活動するということができない方

にとっては、そういうものに触れてみたいという思いがあると思います。そこで、

老人会であるとかその地域の会合、それからカフェサロンとかにもそういう機会を

つくることができないのかどうか、それを伺います。 

また、執行方針の中でうたわれている高齢者が健康で生きがいを持って暮らせる

よう、知識や経験を社会に還元しつつ、自主的・主体的に学ぶことのできる高齢者

教育とあるんですけれども、それは具体的にはどのようなことなのか、その内容に

ついてお聞きします。 

 

保健福祉課長 

ご質問のありました地域リハビリテーション活動支援事業と、快足シャキッと倶

楽部についてご説明いたします。地域リハビリテーション活動支援事業ですが、こ

ちらは老人クラブや、あるいはカフェサロン、あとは地域の集まり、出前講座でも

この事業は開始できるわけなんですけれども、内容としましては、リハビリの専門

職や歯科衛生士など、あと体操の方、指導員などを派遣しまして、フレイル予防と

いうことで知識と、あと実際に運動を取りまぜながら、介護予防事業を取り組んで

いる事業でございます。こちらにつきましては、要望のあったところで調整しまし
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て、推進しているところでございます。例年こちらのほうは好評を博しておりまし

て、コロナで一旦少ない事業展開となったこともありますが、令和５年度は１０件

ほどの見込みとさせてもらって、事業展開をしております。 

また、快足シャキッと倶楽部ですが、現在あいくるでは、以前当初は週１回でし

たが、現在は週２回の展開で実施しております。また、ふれあい館につきましては

週１回実施しておりまして、令和５年度の見込みとしては、１１２回の開催、延べ

人数１，８５０人の見込みをさせていただいております。こちらにつきましては、

ご要望の高い事業でございますので、継続して行っていくつもりでございます。 

 

大崎町長（再々答弁） 

それでは私のほうから、再々質問にお答えをいたします。あいるーとの関係でご

ざいますけども、これはやはり事業収支というものが、当然事業をする場合はある

わけで、それを踏まえて実施をしてまいります。これは事業当初からそういうこと

で進めてきたものでございます。また、現在乗り込み調査を職員でしております。

新たなニーズについて、やはり適時確認をしていこうというものでございます。そ

れと料金につきましては、やはり利用者からは低いほうは当然越したことがないわ

けでありますが、私のほうとしては、現状の利用料金、これについてはおおむね町

民に理解をしていただいたものということで私は感じております。 

また、出前講座、地域担当職員制度でございます。今までコロナ禍を言い訳にす

るわけではありませんけども、なかなか極端に実績が上がっていっているものでは

ございませんが、これも相手があることで、行政のほうで押しつけて実施するとい

うことにはなかなかならないわけでございます。これにつきましても、現状の制度

の理解促進、また制度で改善すべき点があるとしたならば、それらを改善しながら

町民の皆さんに使っていただけるような制度にしていきたいというように考えて

ございます。 

最後に、自主的に高齢者が学ぶ教育でございますけども、これにつきましては、

生涯学習のサポータ―事業、またはさわやかカレッジ、こんなようなものをですね、

新規参加者を取り込みながら充実をさせていきたいというように考えてございま

す。全ての答弁にちょっとなったかどうかわかりませんけども、ご理解いただけれ

ばと思います。 

 

熊木議員 

１点だけあります。 
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議長 

答弁漏れですか。 

 

熊木議員 

はい。先ほど質問して、再々質問の時に確認しなかったんですけれども、カフェ

サロンが今現在町内で７か所、それで農村地域では１か所だけということで、町の

ほうで実施されていない所に、その地域のほうに出向いてこういうことをやっては

どうですかというようなお誘いとか、そういうことは今後もしていかないのかどう

か、その１点だけ確認させてください。 

 

保健福祉課長 

カフェサロンの開催箇所の増加に伴う推進なんですけれども、こちらにつきまし

ては、現在社会福祉協議会に委託をしておりまして、そちらのほうからまだそこの

地域で行っていない所には推進しているということで聞いております。今後もその

ように進めていくつもりでいると思います。 
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②「学校教育の推進と社会教育施設の充実ついて（執行方針分）」 

 

熊木議員 

西田教育長には初めて質問させていただきます。学校教育の推進と社会教育施設

の充実について。 

令和６年度教育行政執行方針では、町民一人ひとりが自らの学びを充実させ、豊

かな人生を送るために、あらゆる機会、あらゆる場所において、生涯を通じて生き

生きと学び続けることができるよう、家庭、地域、学校、行政が一体となり教育振

興の充実・発展に向けて取り組んでまいりますと述べられています。そこで、以下

について伺います。 

１、児童生徒を取り巻く状況は、現在の小学校６年、中学校３年という学年段階

の区切りが導入された昭和２０年代前半と比較すると大きく変化し、新しい環境で

の学習や生活に不適応を起こす「中１ギャップ」が顕在化するといわれています。

小中一貫教育について保護者への説明など具体的に町民に示すことが必要と思い

ますが、教育長の考えを伺います。 

２、生涯学習センター「ぽろろ」を拠点に、心身ともに健康で文化的な生活を送

ることができるよう世代を超えて学びあう学習環境を整えていくことが示されて

います。コロナ禍の影響もあり、郷土芸能や団体の活動に参加する町民が減少して

いますが、「ぽろろ」を拠点とした町民誰もが気軽に安心して利用できる施設とし

て環境整備が必要ではないでしょうか。ロビーの展示スペースは多くの町民が創作

活動の展示として活用されていますが、さらに利活用しやすい工夫をする考えは。 

３、「ぽろろ」は児童生徒の学習の場としての活用や、交流スペースを確保する

ことにより世代間交流もできると思います。図書室は多くの方がかけがえのない学

習の場として利用されています。更なる活用の場として図書を選択するときの利便

性を考えた椅子の配置や、くつろいで図書室で過ごすことができるような雰囲気づ

くりも効果があると考えますが、「ぽろろ」図書室の一部をくつろげる居場所づく

りとして環境整備をしてはいかがでしょうか。教育長のお考えを伺います。 

 

西田教育長 

学校教育の推進と社会教育施設の充実についてのご質問にお答えします。 

１点目のご質問については、小中一貫教育では、学力と体力の向上、ふるさと南

幌を大切に想う心を育てる教育活動の実践、小学校から中学校への移行時に生じる

ストレスや学習の途切れを減らし、よりスムーズな教育課程を提供することを目指

しています。また、地域社会と学校が連携することにより、より豊かな学習環境を
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提供することができるため、保護者、地域住民への情報発信を行い、学校への関心

を高め広く理解を求めてまいります。 

２点目のご質問については、現在、生涯学習センターのロビーでは、少年団や部

活動の待ち時間に宿題をする小中学生の利用や、読み聞かせサークル、個人の作品

など活動の発表の場として活用していただいています。今後は、さらに文化サーク

ルや小中学校などの利用が広がるよう、サークルなどへの呼びかけや広報での周知

を行ってまいります。 

３点目のご質問については、図書室では、人目を気にせず、読書活動や学習活動

ができるコーナーやＤＶＤなどのＡＶ資料の視聴、本を手に取りやすい特集展示の

開設など、いつでも気軽に立ち寄れる図書室として利用いただけるよう、既存施設

を活用した取組で対応してまいります。 

 

熊木議員（再質問） 

ただ今のご答弁で、保護者、地域住民への情報発信を行い、学校への関心を高め、

広く理解を求めていきますと述べられました。教育長の理念に沿ったものと受け止

めました。 

１番目の小中一貫教育は、現在の校舎を生かし、緩やかに進めていく方針である

ということが、先日全員協議会の中で語られました。南幌で育つ子どもたちを地域

ぐるみで応援していく、地域を巻き込んだ教育が必要と思いますけれども、教育長

としての思いを伺います。 

昨年の秋ですかね。中学校で、中学校の学校祭なのか、合唱とかが発表があった

んですけれども、その時に小学校６年生が先生と一緒に見られていました。そこで、

中学生の先輩の行動を見ていた子どもたちがやっぱりすごく感動してその場にいた

のを思い出されます。で、小中一貫教育、本町の場合は新しく校舎を建てるのでは

なくて、今の施設を利用しながら緩やかに進めていくということでしたけれども、

やっぱり地域全体でも、大切な子どもたちを見守っていくという意味では、町民に

大きく開かれていくということが本当に必要かと思います。そこで、教育長はどの

ようなお考えを持っているのか、どういうことを工夫していこうと思っているのか

をお話していただきたいと思います。 

また、コミュニティ・スクールは今までも取り組んできているんですけれども、

今年度の計画があれば伺います。 

また、環境整備についてですけれども、現在ロビーの活用について、先ほどご答

弁いただき、利活用が広がっているということに安堵しました。そこで、ロビーは

現在、展示スペース、テーブル、椅子が置かれていますけれども、もう少し工夫を
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して、先ほど答弁にあったように、学生、子どもたちが部活動の合間とか、持って

いる時間とかにも利用しているということだったので、もう少し居心地のよいスペ

ースにできないか。例えばパーテーションで区切るだとか、今置かれている椅子と

かテーブルを、もう少しいいものというか、何かそういうものに変えられないのか

と思います。そういうところにやっぱり投資をしていく、子どもたちを見守ってい

くということには、大きな役割を果たすのではないかと考えますが、この点につい

ても伺います。 

３番目の図書室のことですけれども、図書室は本当に多くの方が利用しています。

新年の新春の図書を利用する方に、セレクトした、選んだものを、喜ばれて活用さ

れている方とか、いろいろ取組も今されています。図書室が、元々は旧小学校を利

用しているということから、なかなか普通の図書館とかとは違って、その空間を利

用しているということで、なかなか利便性に乏しいように思います。何となく温か

みに欠けるような気がするのは私だけでしょうか。だからそういう意味では、もう

少し温かみのある環境に整えることにより、さらなる活用が期待できるのではない

かと思います。 

町長の町政執行方針の中で述べられている、地球温暖化の進行や気候変動の影響

により、熱中症のリスク等に対応するため、公共施設の一部をクーリングターミナ

ルとは書いていないんですけれども、気軽に利用できるスペースとして開設してい

くと述べられていますけれども、図書室の一部をもっと自由に利用できるような環

境整備をしていただけないかと思います。図書室は原則おしゃべりはしない、それ

から音をなるべく立てないというような使用条件というか、そういう形になってい

ると思うんですけれども、開放して利用してもらうためには、ある程度もう少し自

由な雰囲気で使える、そういうような工夫ってできないのかどうか。その辺も、先

ほどの教育長の答弁では、いつでも気軽に立ち寄れる図書室をというのは、やっぱ

りその町民にとっては、よりよい知識・文化・教養・交流の場としてふさわしい場

所づくりとして、本当にかけがえのないものになると思います。既存施設を活用し

た取組で対応していかれるということですけれども、例えばその備品を増やしてい

くとか、今後の取組の中でそのようなことは考えておられるのかどうか伺います。 

 

生涯学習課長 

 それでは私のほうから、まず、コミュニティ・スクールの取組についてというこ

とでお答えさせていただきます。これまで、小学校・中学校におきまして地域と連

携した教育活動のほうは、これまでもずっと進めてきております。令和６年度の取

組といたしましては、基本的には、これまでの取組を基本に進めていくということ
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で、代表的なものとしまして、食育の活動でございます。小学校３年生から畑作体

験に始まりまして、４年生でバケツ稲学習、５年生では稲作体験学習と。そして中

学校に進級した後につきましては、農作業体験等ですね、キャリア教育の部分にな

りますけども、そちらのほうを進めていくような形となっております。 

続きまして、ロビーの活用でございます。こちらにつきましては、現在基本的に

展示スペースとなっております。ただ、教育長のほうからも答弁がございましたけ

ども、小学生・中学生の少年団活動、部活動の合間の宿題等のスペースとして、有

効活用させていただいております。また、教育委員会としましては、ひな祭りであ

ったり、こどもの日、七夕などの季節にあわせた展示や、図書室と連携し、子ども

たちの工作の作品展示などを行いまして、今後も生涯学習センターが気軽に立ち寄

っていただける施設となるよう、取組を継続してまいります。 

 

西田教育長（再答弁） 

 熊木議員の再質問にお答えいたします。１点目、小中一貫教育の部分について、

地域を巻き込んだ教育活動が必要ではないかということでございました。この件に

関しまして、一つの取組としてコミュニティ・スクール、学校運営協議会を運用し

ながら、まず地域の参加を促しているというところが一つございます。コミュニテ

ィ・スクールの役割としましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、そ

の中でうたわれておりますが、１点目、校長が作成した学校の基本方針を承認する

こと。２点目、教育委員会や校長に学校運営に関する意見の申し出ができること。

３点目、教職員の任用に関して、任命権者に意見を申し出ること。この３つが役割

と出ております。それでこの学校運営協議会のメリット、これを活用することによ

るメリットとして、このようなことがよく言われておりまして、南幌町でもこれが

当てはまるかと思います。１つ目が学校側のメリット、一つが地域の意見が集めや

すくなるということ。学校運営改善に向けての協力体制が組めたり、学校の改善点

が第三者視点で得られたり、学校の困りごとや課題に目を向けてもらえたり、学校

の理解者が増える、ボランティアの参加人数が増える、学校側にとってはこのよう

なメリットがございます。地域側のメリットとしましては、地域から学校への意見

が通りやすくなる、地域の困りごとや課題が学校に伝わりやすくなる、地域の将来

の課題に対して問題解決の糸口になる、子どもたちへの教育が改善される、地域全

体で子どもを見るという意識につながっていく、地域の交流が活発化し魅力ある地

域になる、困った時に助け合い、支え合いができる人が増える、挨拶が増加する、

地域同士の知り合いが増える。このようなメリットがあるということで、動いてお

るところです。地域全体を巻き込んだものの一つの取組として、このコミュニテ
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ィ・スクール、学校運営協議会を活性化させた中で達成させたいというように考え

ております。 

３点目、図書室の活用の部分についてでございます。熊木議員のほうからもあり

ましたが、図書室の利用に当たっては、目的が読書のための空間であるということ

です。まずこれを第一に考えたいと。それで、周りの人の妨げにならないことが、

このような時には大切なマナーになると考えています。よって、談話だとか交流に

ついては、ぽろろのロビーでお願いしているというのが現状でございます。図書室

にはエアコンが設置してあることから、昨年度の猛暑時にはエアコンで涼みながら、

読書や学習に活用する利用者の実態がありました。そのような実態を受けまして、

今年度も猛暑がないとも限りませんので、涼みながらの読書だとか、学習の利用に

ついて町民に周知してまいりたいと考えます。 

 

熊木議員（再々質問） 

 ただいま答弁いただきまして、コミュニティ・スクール、地域でのメリットと学

校側のメリットということで、細かく答弁いただきました。地域からのメリットと

いうと、やっぱり今も昔も変わらないと思うんですけども、地域で子どもたちを守

っていくというか育てていくというか、その中に本町でもやっているせわずき隊、

せわやき隊という形で、登下校を見守るということも含まれていると思うんですよ

ね。それから学校の稲のこととかも先ほど、それはやっぱり南幌の特性を生かした

地域の産業というか、農業を生かした形で小さい時からそういうことに触れていく

ってことで、やっぱり豊かな人間に成長していくということが、つながっていくの

かなと感じました。 

それで、保護者に対してその小中一貫校の今後の進め方というのは、順番にやっ

ていかれると思うんですけれども、今年度はどういう形で具体的には進めていこう

としているのか、それをちょっと１点伺います。 

それと、コミュニティ・スクールのことについては、先ほどの課長のご答弁でわ

かりました。 

それと、環境のところで、図書室の利用というところで、クーラーがついている

所は奥のほうだと思うんですけれども、そこも先ほどの答弁のように、読書をする

ための居場所ということになると、今までのようにやっぱり声を立てないとかとい

う形になるとすれば、公共施設をそういう形で活用してもらうというところからは、

読書をする人以外はそこを活用できないのかというふうにならないのかと思いま

す。ですから、全部が全館が、冷房が効いているというふうでもないですよね。効

いていますか、そうですか。ある程度仕切りを設けるとか、なんかそういう形で、
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ちょっと緩やかに、ここまでは利用する時に大きな声を出さないとか、そういう最

低限のルールさえ守れば、もう少し自由に使えるという本来の目的になっていくの

かなと思うんですけれども、その辺は再度検討してもらえないかなと思います。せ

っかくクーリングターミナル、昨年が本当に４０何日間も３０度以上の温度が続い

て大変だったということから、町長の執行方針の中でも公共施設を利活用という形

で取り上げているので、それはやっぱり町民としても、すごく大いに関連すること

だと思うんですよね。その中の一つに公共施設でぽろろもありますから、そういう

形での改善をできないものかなと思いますので、再度ご答弁をお願いします。 

それから環境整備のところで、先ほどロビーの所は今テーブルとか椅子、丸いの

とかを置いているんですけども、その辺はもっと増やすような計画があるのかとい

うことと、以前、コロナの前はウッドプールとかがあって、子どもが遊べるような

所がありましたよね。あれは今コロナでいろいろ触れるので使われていないかと思

うんですけれども、今後そういうのがもう１回置くような形になっていくのか、そ

れを、１点伺います。 

それから図書室が、今図書を選ぶ時に、窓側の所には学習もできるように、机と

椅子が置かれています。私も時々行くんですけれども、何冊か選んだ時に、その置

く場所というか、これを３冊も４冊も選んだ時に、ちょっと座って選びながら、や

っぱりこれはまた戻すとか何とかっていうようなことを自分はします。そういう時

に、やっぱりそんな大げさな椅子とかではなくていいんですけれども、ほかの近隣

の図書館とか図書室をちょっと視察しましたら、やっぱり程よい一人掛けの椅子が

書架の間の所に置いていたり、ちょっとゆったり休みながら、そこで本をめくると

いうようなテーブルが置いていたりというような工夫がされていました。そういう

ものがちょっとあるだけで、温かい雰囲気というのがおそらく生まれると思うんで

すよね。ですから、町民の利用する方がすごく多くて、私も行くと、図書館の方と、

もう読んだのとか、なんかそういうやりとりとかを聞くと、すごくほほ笑ましくて、

こんな形で南幌町の図書室が多くの方に利用されているんだなということは、やっ

ぱりぜひみんなにも伝えていきたいし、これからますますそういう活用ができれば

いいなと思います。 

それで、検索する機械も入っているので、自分が読みたい本を自動で検索するこ

とができますし、あと、図書室にない本は道立図書館とかそういう所にも借り出す

ような形も今取っていますよね。それでやっぱり利便性というか、そういうところ

もすごく高まっていると思います。それで、以前リクエストというか、こういう本

が読みたいです。こういう本は買ってもらえませんかというような形がずっと以前

はあったかと思うんですけども、それはやっぱりもう経費の関係でなかなかできな
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いのかなとは思うんですが、ある程度の希望というのを取るようなシステムという

か、そういうのを今後お考えになるような考えはないのかどうかも伺いたいと思い

ます。 

 

生涯学習課長 

まず、小中一貫教育を保護者に説明ということで、こちらにつきましてはＰＴＡ

総会ですとか、保護者が学校のほうに集まるような機会の時にあわせまして、教育

委員会のほうから出向きまして説明のほうをさせていただきたいというように考

えております。 

また、生涯学習センターのロビーでの備品等の扱いなんですけども、こちらにつ

きましては、今まで以上に利用が増えるような形になれば、机等の整備のほうはし

ていかなければならないのかなというふうに考えております。また、ウッドプール

につきましては、コロナ禍によりまして、感染防止のために撤去をさせていただい

たんですけども、今後につきましても、今のところは戻す予定はございません。 

あと、図書室の環境整備等につきましては、椅子などの備品の配置、設置などに

つきましては、利用者目線で考えまして、読書活動や学習活動がしやすい環境づく

りのほうを検討してまいりたいと考えております。 

また、最後のリクエストの関係でございます。こちらにつきましては、以前から

お話しがあったかと思うんですけれども、以前は公民館図書室の時にリクエスト等

を行っていたわけなんですけども、なかなかリクエストいただいた図書のほうので

すね、その後の利用がなかなかないものですから、専門性が高い図書のリクエスト

が多かったということで、現在はリクエストのほうは受け付けておりませんけども、

受付カウンターのほうでご要望等あった場合は、選書の参考とさせていただいてお

りますので、そちらのほうを継続したいと考えております。 

 

西田教育長（再々答弁） 

熊木議員の再々質問にお答えいたします。南幌の特性を生かした小中一貫教育と

いうことで、私のほうからは、熊木議員より中１ギャップを例に質問が出ておりま

したので、この件についての理念というか、そちらのほうをお話ししていきたいと

思います。中１ギャップということでありますけれども、文部科学省から２０２２

年度、令和４年度の問題行動・不登校調査というものが出ております。小学校６年

生から中学校１年生にかけて、不登校となった子どもの数は、全国では１．７倍に

急増するというふうに公表されています。さらに同調査では、中学校１年生から中

学校２年生に進級すると、さらに増えるというような調査結果も出ております。さ
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らに、小学校１年生と中学校２年生の間では、１０倍の開きがあるということが言

われております。小学校から中学校に至る過程に大きな壁やハードルが存在し、そ

れが問題を引き起しているかのような印象をこの調査から受けるところなんです

けれども、実はよくよく読んでいきますと、小学校段階から既に芽があるのではな

いかと。問題が始まっているのではないかという、そういう場合が多いということ

にご指摘を受けているところです。その解消のためには、小学校からの連続性に着

目し、中学校の問題を解消する小中一貫教育の考えが重要ということになっていま

す。この点をまず、保護者と地域に訴えていきたいというふうに考えています。ギ

ャップをつくり出しているのも、それを埋めることができるのも、教職員であると

いえます。連続性と継続性を大切にした小中一貫教育の取組により、いざという時

にＳＯＳを出せるだとか、わからないことや忘れ物をした時に助けを求めることが

できるだとかといった、コミュニケーション能力の育成に取り組んでまいります。

教育行政執行方針にも書いてありますけれども、ここは北海道医療大学の教授と連

携しながら、日本の第一人者と言われている教授と連携をして、コミュニケーショ

ン能力の育成、南幌の子どもたちをしっかり育てていきたいなというふうに考えて

おります。 

それから図書室の利用の件ですけれども、先ほどもお話ししましたが、やはり本

を読むスペースということを考えますと、マナーとしてはやはり静けさが必要かな

というのを考えているところです。ただ、ぽろろというのは、図書室とロビーだけ

ではございませんので、３階も含めた、先ほど熊木議員からご指摘ありましたが、

３階等も含めた中で一体的に考えて、解放だとかということを取り組んでまいりた

いというように考えております。 
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①「安心して産み育てられる子育て支援について」 

 

佐藤議員 

まず町長に１問質問させていただきます。安心して産み育てられる子育て支援に

ついて。 

本町では、子育て世代の転入により町内保育施設の入所者が増加し、保育士確保

のための「保育士就労支援事業」を継続するとありました。こども家庭庁の新子育

て安心プランでは、保育施設が増えたことにより待機児童は全国的に減少していま

すが、それでも保育士の人材不足が挙げられています。 

また、近年保育事業所において園児が使用済み紙おむつを持ち帰ることを見直す

自治体が増えています。その理由としては、働く保護者にとって育児の負担軽減と

保育士の仕分け業務軽減、使用済みおむつを持ち歩くことによる感染症や衛生面で

の不安があるということからです。そこで、以下の２点について伺います。 

１、本町では現在も子育て世代は増加傾向にあります。今後待機児童が出てくる

と予想されますが、今後の見通しと対策について伺います。 

２、現在、本町のいちい保育園ではおむつをしている年齢児は、令和６年４月現

在で、０歳児８人、１歳児１６人、２歳児１８人の計４２人となっており、認定こ

ども園南幌みどり野幼稚園では、１歳児１９人、２歳児２３人の計４２人在籍して

います。千歳市におきましては市内全保育施設でおむつの処理費として園児一人月

５００円を行政が負担し、使用済みおむつの園内処分の推進により保護者の負担軽

減を進めています。厚生労働省では、保育所等での使用済みおむつの処分を保育所

等で行うよう方針を示しているところであり、自治体の取組を後押しすると示され

ています。今後、使用済みのおむつを園で処分できるよう処分費用の助成と取組の

考えを伺います。 

 

大崎町長 

 安心して産み育てられる子育て支援についてのご質問にお答えします。 

１点目のご質問については、令和６年度保育園・認定こども園の保育申請数は、

本年度より４９名多い１８１名となりましたが、町内事業者と協議・調整を行い、

「いちい保育園」に９９名、「認定こども園みどり野幼稚園」保育部門に８２名の

受け入れが可能となり、現段階で待機児童は生じておりません。 

今後においても、子育て世帯の転入が見込まれますことから、引き続き「保育士

等就労支援事業」や「保育士等人材バンク」の活用により、町内事業者の受入体制

の支援を行い、入園枠の確保に努めてまいります。 
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２点目のご質問については、町内の事業者では、以前より「いちい保育園」にお

いて、使用済みおむつの自園処理が行われており、「認定こども園みどり野幼稚園」

においても、本年４月から自園処理が行われることから、処分費用を助成する考え

はありません。 

 

佐藤議員（再質問） 

再質問させていただきます。ただいま答弁いただきました。これまで急激な子育

て世代の人口増加の中で、本当に待機児童を出さないように努力いただいたことに

感謝しております。今後においても、入園枠の確保に努めるとありました。その中

で、３点ほどご質問いたします。 

まず、待機児童対策のために、この保育士就労支援は、新規就労者にまず５万円、

町内就労者は給料に毎月２万円の上乗せ、町外の方が１万円、勤続４年目になると

１０万円のお祝い金が出る、そういう制度でありまして、あくまでも１日６時間以

上かつ２０日以上の勤務が対象となっていて、短時間パートは適用されません。短

時間のパートであっても、保育士免許を持って、仕事内容も正社員と変わらないの

であれば、時給の上乗せや何らかの特典を町で考えてあげるべきと考えますが、伺

います。 

２点目ですが、今後現在のようなペースで子育て世代の増加が予想されますけれ

ども、しかし、保育士がたとえ確保されたとしても、保育室の不足により待機児童

が発生することが懸念されます。現在ある保育スペースで今後対応ができるのか、

また、不足の時はどのように対応しようとしていらっしゃるのか。１年で４９名前

年度より増加ということでございましたけれども、この先もこのペースで進むと、

不足する可能性が高いと考えられますが伺います。 

それと３つ目、おむつの処理に関しては、今年の４月から認定幼稚園もされると

いうことで、これは大変安心いたしました。この制度ですね、家庭からの負担はあ

るのか。またその内容などを教えてください。それと、家庭からの負担があるとす

るなら、町で子育て支援として、助成する考えはありませんというお話でしたけれ

ども、子育て支援としてぜひ考えていっていただきたいと思うんですけれども、で

きないその理由をお聞かせ願いたいと思います。以上です。 

 

保健福祉課長 

 再質問に回答します。まず、保育士の確保はできても、保育室のスペースの確保

がどうなのかというところでしたが、まずそちらにつきましては、まずいちい保育

園につきましては、保育収容施設としてはもう少し余裕がある状況でございます。
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また、みどり野幼稚園につきましては、今、乳幼児保育のほうをスペースとして確

保するために、増築を考えているというところで聞いております。ただ、それにつ

いてはスペースのほうは、保育スペースとしては十分なスペースとなる見込みです。

ただ、この転入者の増加に伴いまして、今後につきましては、対策が取られなくて

はいけないと考えてございます。 

それと、南幌みどり野幼稚園の４月からのおむつ処理に関してなんですけれども、

まず０歳児から１歳児のみの１人当たり月額３００円で処理を予定してございま

す。こちらの処理につきましては、園内の運転手、従業員の方が、ほかのごみ処理

と同様に、おむつの使用済みの処理についても行うということで聞いてございます。 

みどり野幼稚園のほうの１人当たりの額、保護者の利用状況についてお話しした

んですけれども、南幌いちい保育園につきましては、保護者の負担は料金としては

いただいておりませんで、ごみ袋を年度当初に２セットを年度当初に用意していた

だくということで聞いてございます。 

 

大崎町長（再答弁） 

佐藤議員の再質問にお答えをいたします。初めに、保育士の人材不足、議員も言

われておりましたけども、全国的に令和３年をピークに、保育士の不足が減少傾向

にありますが、地域によってはまだまだ差があるものと思います。要因としまして

はやはり給料が安い、給料に比べて業務量が多い、また責任の重さや事故の不安な

どが、そういう要因にあるのではないかなということが言われております。 

本町の保育士の就労支援でございますけども、議員が言われたとおり、３つの支

援をしてございます。それで、短時間勤務やパートの方の支援でございますけども、

現在国のほうで、この保育士の給料の賃金引き上げ、こちらのほうが検討されてお

ります。町としては、そのほうがそれらがきちんと形で反映されれば１番いいわけ

で、現在は保育士の修了支援、また保育士の確保の一つとしまして、現在の就労支

援事業を行っているものでございまして、現在、私立幼稚園の保育士に対します短

時間労働、パートの方の就労支援、こちらのほうについては町のほうでは考えてお

りません。 

また、待機児童の関係でございますけれども、０歳から５歳までのいわゆる就学

前の人口、令和３年が２５０人で、令和６年は４１０人を見込んでおります。子育

て世代の増加が加速しております。この３年間で６４％の増加が見込まれますが、

当然、保育所の申請数も３年間で８０％以上増加している傾向にございます。現在、

２つの事業所がございますけども、今何とか協議・調整を図りながら、待機児童が

ないような形で進めていただいておりますが、そういった環境整備も含めて、また
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町内事業者と協議をしてまいりたいと考えております。 

また、おむつの関係でございますけども、厚生労働省のほうでも、保育士の負担

軽減、また保護者の負担軽減という形で推奨されております。現在国の事業として

あるのは、おむつ保管用のごみ箱の設置補助でございます。これらについても、私

立幼稚園、保育所は存じていると思いますけども、これらの情報提供もしてまいり

たいというように考えてございます。いろいろと子どもが増えて、うれしい悲鳴も

ありますけれども、こういったことについてもこれからどんどんそういうニーズが

出てくると思われますので、町内事業者と調整をしながら進めてまいりたいと考え

ております。 

 

佐藤議員（再々質問） 

短時間パートさんは、いろんな特典は今のところ考えてはいないという、そうい

うお話でしたけれども、やはり内容としては資格も持っていますし、働く内容も同

じなので、今後ぜひその短時間労働に対しても、いろいろな配慮を今後していただ

けたらなと思っております。 

２番目の保育室の不足というお話でしたけれども、いちいさんはまだ余裕があり

ますというお話でした。みどり野幼稚園に対しては、乳幼児に増設する予定だとい

う、そういうお話でしたけれども、これに関しては何らかの町からの支援は考えて

いるのでしょうか。 

それと、おむつの処理に関しては、３００円の負担ということでありましたけれ

ども、保育園のほうは負担はなし、幼稚園のほうは負担があるということで、その

点に関しては、それを町で考えることではないとは思うんですけれども、子どもを

持つその家庭からすればどうなのかなという、そういう思いがあるんですけれども、

やっていただけるということですので、まずこれはありがたいことだと、そのよう

に受け止めております。 

それで、その中で保育士の皆さんは子どもの命を守る責任の重さを感じながら、

日々働いているとお聞きしております。私自身、年数回幼稚園と保育園に大型絵本

などの読み聞かせボランティア活動で行かせていただきまして、その中で毎回その

保育士さんたちが本当に忙しく、真剣に大勢の子どもたちと関わっている姿を見て、

本当に仕事を抱えて時間のない中で、ぐずる子どもに悪戦しているという保母さん、

また親たちの姿を見て、町としても保育士が重要な人材として、本当に長く働いて

いただけるよう、おむつ処理だけではなく、今、国で進めているこどもまんなか政

策、子育て安心プランなどを通して国の政策の活用金などをまず工夫しながら使っ

ていただいて、できる限りのサポートを町でやっていただきたいと、そのように感
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じておりますが、伺います。 

 

大崎町長（再々答弁） 

佐藤議員の再質問にお答えをさせていただきます。短時間労働パート従業員の方、

ここの環境改善は一番大事なところではないかなと思っておりますけども、やはり

町でやるとしても、相当の限りがあるといいますか、限度があると言いますか、こ

れについてはやはり国策でもってですね、きちんと給料の引き上げ、環境改善を図

っていくことが重要であると考えております。 

２つ目の、町内事業者のこれからの子どもの増員に対します対応でございますけ

れども、みどり野幼稚園のほうが今手狭な状況になりつつあるということでござい

ますけども、これからの施設整備に当たりまして、具体的なお話はまだ聞いてござ

いません。町のほうから支援ありきでお話しすることはできないので、そのことに

ついてはご理解をいただきたいと思います。 

そして、おむつ等々のお話でございます。道内において、現在、公立私立問わず、

おむつの処理費用を助成しているのは千歳市だけでございます。なお今後、本町で

さらなる保育士の修了改善や、感染症対策、衛生対策、このようなことが必要とな

った場合については、事業者と協議をしてまいりたいと考えておりますので、ご理

解いただきますようお願いいたします。 
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②「女性が活躍するための生涯学習について（執行方針分）」 

 

佐藤議員 

続きまして、次に移ります。教育長に質問させていただきます。女性が活躍する

ための生涯学習について。 

本年度の教育行政執行方針の中に、心豊かな潤いのある暮らしを送るためには、

社会変化に伴う地域課題の中で、知識や技術の習得、生きがいを持つための環境づ

くりが重要とあります。 

今、生涯学習の重要性として高齢化が進み、自由時間の増大によって、心の豊か

さや生きがいのための学習需要が広がりつつあり、高齢になっても社会や経済の変

化に対応するための学習意欲が増すことなどが考えられます。 

本町においても様々な生涯教育に関する事業を展開していますが、女性が求める

講座内容や女性だからこそ理解できる、女性のための講座の開設が必要と考えます。

本町では仕事や子育て介護などを経て、その経験をもとに地域の中で学び、自身を

高めながら健康に暮らし、地域で活動したいと思う女性も少なくありません。女性

が地域課題や生活環境に寄り添った情報を共有しあうことは孤独を解消し、生きが

いを持ちながら生活を続けることにもつながると考えます。女性が抱える健康、美

容、女性のための法律、食生活、マナー講座など、女性がいつまでも輝けるまちづ

くりを目指し、生涯学習としての「女性のための講座」の開設について伺います。 

 

西田教育長 

女性が活躍するための生涯学習についてのご質問にお答えします。 

女性が終身を通じて持続的に学び成長し、自己実現や社会参加を果たすための学

習活動は、持続可能な社会の実現に向けた重要な取組であると考えています。 

現在、教育委員会では、町民ニーズに基づいた「ふるさと南幌みらい塾」を開催

していることから、本事業の企画検討を行っている運営委員会において、女性向け

の生涯学習講座の開催について協議してまいります。 

また、参加者同士のコミュニケーションを促進することで、講座開催後のサーク

ル化や同じ趣味趣向を持つ仲間づくりの場となるよう女性だけではなく、子育て中

の保護者や介護を終えた方を対象とした講座を検討してまいります。 

 

佐藤議員（再質問） 

再質問させていただきます。ただいま教育長に答弁をいただきまして、ふるさと

南幌みらい塾の中で協議していただけるということでありました。今後のみらい塾
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の活動にも期待しているところでございます。今、本町の女性の世代人口の割合が

５０代から７０代までが多く、学習意欲の高い方も増えております。元気なうちに

いろんなことに挑戦したいという反面、どうしても日頃地域との関わりが少なく、

中には年に２回ほどの町内会費だけの時しか顔を合わせないという、そういう方も

いらっしゃいました。特に知らない方ばかりの集まりに行くのが、特に女性は苦手

という話も聞いております。その一歩を踏み出すきっかけが女性のための講座の取

組と考えております。知らない同士でも、女性同士で気軽に集まって学べる場を提

供することは、今後の女性のライフステージに向けた貴重な時間になると考えてお

ります。先ほど女性向けの講座を協議していただけるという、そういうお話でござ

いましたけれども、その企画・内容については、運営委員会でされるということで

ございました。特に、地域の女性の声も十分に反映していただけるのかということ

が１点と、２点目に、地域で活躍している、活動している企業、団体、地域の連携

団体、またそのほかに、南幌町と連携している大学、そういうところからも講師や

指導者などの協力をいただけるように働きかけていただけるかどうか、質問いたし

ます。 

 

西田教育長（再答弁） 

佐藤議員の再質問にお答えいたします。まず１点目、地域の声を拾い上げる方法

ということですが、まず、ふるさと南幌みらい塾、実施講座、これを開催した後に、

必ずアンケートを取ったりだとか、そういうことをしていて、参加者の声をまず把

握しているところです。それをもってまたみらい塾の運営委員会で開催講座等を決

定しているというところがありますので、事業開催後の部分、それから、もしかし

たら町民のほうにも広く声を上げるような、そういうものを検討してまいりたいと

いうふうに考えております。 

それから、地域で活躍している団体、それから大学等の連携についての部分でご

ざいますけれども、そちらのほうについても、教育委員会だけではなくて、ほかの

団体との連携、それから大学の包括連携も組んでいる大学等もございますから、そ

ちらのほうともお話をしながら講座が充実するように検討してまいります。 

 

佐藤議員（再々質問） 

ありがとうございます。今回女性の講座という、そういう質問内容だったんです

けれども、今までぽろろでいろいろ講座をされておりますけれども、意外と単発、

それだけ、その日だけというのが多いんですけれども、ぜひ今後ですね、連続講座

といいますか、１年間でずっと何月何月何月には開催しますって、その中に、人数
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は多くなくてもいいんですけれども、何人定員という形で、そういう形で１年間ど

ういうものをするという、内容のものを企画していただけると、町民としても参加

しやすいのではないのかなという、そういうのがありますので、ぜひ企画する時に

入れていただければと思います。 

それで、本町では今その様々な分野でその地域の内外で多岐にわたって活躍され

ている女性が多くいらっしゃいました。先ほどのうたポロ、町長もおっしゃってい

ましたけども、うたポロとか、その講師の先生は本当に今頑張って、３月に大きな

イベントをすることで一生懸命頑張っておられます。また先日、俳句の会があった

んですけれども、それも５人ぐらいだったんですけれども、全て女性でした。その

講師も町内で在住している有名な俳句の先生でございます。そういう部分では、町

内で本当に活躍して、また潜在的に隠れている女性の方もいらっしゃると思うんで

すね。そういう方たちを存分に引き出していただいて、多角的に生きがいや人との

つながりをつくる機会を創設するということで執行方針にもありましたので、今後

も頑張る女性を応援いただければ幸いに思います。ということで、先ほどの連続講

座のことだけをお伺いいたします。 

 

西田教育長（再々答弁） 

佐藤議員の再々質問にお答えいたします。ぽろろの講座、連続講座ということで

お話ありましたが、以前にも連続講座ということで開催した実績があるということ

ですので、内容等を検討しながら運営員会と協議して検討してまいります。 
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①「新型コロナワクチン後遺症の被害者救済について」 

 

高橋議員 

最近はコロナの話題も少なくなり、外の景色は元の生活に戻った雰囲気もありま

すが、その一方で、新型コロナワクチン後遺症で苦しみ不安を感じている人々が今

もなお増え続け、薬害史上に残る悲劇という思いもよらぬ形でコロナの影響は続い

ています。 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）によりますと、ｍＲＮＡワク

チン副作用報告件数は、令和５年１０月２９日報告分までで３６，９２６件、その

うち重篤症例８，９１８件、死亡報告２，１７１件となっていますが、これは全数

ではなく、私自身は氷山の一角だと思っています。 

さらに予防接種健康被害救済制度につきましては、新型コロナワクチン接種後健

康被害救済申請審査の進達受理件数は、令和６年２月１９日現在で１０，２７３件

にのぼり、認定件数は６，２７６件、うち死亡認定は４６３件となっています。Ｐ

ＭＤＡのアンケートによると、一般国民の健康被害救済制度の認知度は１割程度で、

もっと多くの人が知れば申請数が増えるものと考えます。以上を踏まえ質問します。 

１、南幌町の予防接種健康被害救済制度の救済申請の人数は１人と聞きましたが、

その他に新型コロナワクチン後遺症等の相談に来られた方の人数とその症状は把

握しているのか。 

２、申請を決意した御家族や本人にその後待ち受けているのは煩雑な手続きにな

りますが、南幌町でのサポート体制はどのようになっていますか。 

３、私自身の周りで新型コロナワクチン接種者、未接種者を問わず予防接種健康

被害救済制度を知っていた方はほぼおりませんでした。今後の新型コロナワクチン

による被害防止の努めは国の方針でもあります。よって予防接種健康被害救済制度

のさらなる周知の徹底は急務だと思いますが、町長の考えを伺います。 

 

大崎町長 

 新型コロナウイルスワクチン後遺症の被害者救済制度についてのご質問にお答

えします。 

１点目のご質問については、これまで「予防接種健康被害救済制度」による救済

措置は１名の方が認定されています。 

その他に、接種後の体調変化等により相談を受けた方が２０名、うち１０名が医

療機関を受診しており、病状や症状を把握し健康観察を行っております。 

２点目のご質問については、「予防接種健康被害救済制度」の申請については、
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保健福祉課において、制度内容の説明や必要書類の準備など、申請に来られた方に

寄り添ったサポートを行っています。 

３点目のご質問については、これまでは、すべての対象の方に、接種券に「予防

接種健康被害救済制度」を記載した「新型コロナワクチン予防接種についての説明

書」を同封し周知を行っております。 

なお、４月以降の接種については、６５歳以上の高齢者と一定の基礎疾患を有す

る６０歳から６４歳までの方は、Ｂ類疾病の定期接種となります。予防接種救済制

度については、接種時におけるパンフレットの配布と広報、ホームページなどで周

知を行ってまいります。 

 

高橋議員（再質問） 

まず先ほどの、健康被害救済制度の受理件数なんですけど、今現在でちょっと増

えて、１万３９９件、認定件数は６，４７１件、うち死亡認定は４９３件と今はな

っております。ついでみたいな感じですけど、このワクチン後遺症というのは、２

０１種類の疾患というのがございまして、この副作用の報告の件数というのが、世

界で３，０７１本の副作用のそういう論文が出ていると。日本では４４７件ですね。

たった一つのワクチンでこれだけの論文が出るというのは、人類史上初めてだとい

うことです。この全身性の疾患なんですが、このｍＲＮＡ、メッセンジャーＲＮＡ

ワクチンを打つと、スパイクタンパクができるということですね。そのスパイクタ

ンパクが全身を駆けめぐり、血管の内面に傷をつけて、微小の血栓をつくってしま

うと。そういうところで何かこう、全身にいろんな症状が出てしまうということみ

たいです。この疾患に関しても、複数いっぺんに起きることもあれば、いろいろあ

りまして、メディアでも最近言われていますけど、ターボがんですとか、がんを宣

告されたらいきなりステージⅣみたいなものとか、突然死とかもあるということで

す。こういうのも、完全ではないにしても改善策というのもあります。ワクチン解

毒方法の書籍なんかも今は売られておりますし、前向きに副作用と向き合いながら

生活している方も増えているようです。 

再質問なんですけども、１つ目の答弁の再質問なんですが、相談に来られた方々

は、予防接種健康被害救済制度はご存じでしたでしょうか。あるいは伝えましたで

しょうか。 

２つ目の答弁の再質問なんですが、申請に来られた方に寄り添ったサポートを行

っているとおっしゃいましたが、救済措置を受けた１名の方にサポートをしたとい

うことでしょうか。それともほかに救済申請をされた方もいたでしょうか。 

３つ目の答弁の再質問なんですが、先ほどの答弁の内容は存じておりますし、こ
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の先の通知方法も予想がついておりました。そうではなく、今の現状を見た上で、

さらなる周知が急務だと思いませんかと質問しています。ほとんどの人が、これま

での通知方法では知ることができていないわけです。救済されるべき人たちが救済

されていないということです。この制度は因果関係の有無を申請後に厚労省の疾病

承認認定審査会が判断するため、診療した医師がワクチン接種と因果関係があると

証明している必要がなく、接種後に亡くなった場合でもそのご家族が申請できます

が、その情報にすらたどり着けないわけです。知らないから。被害者の心身の救済

にもつながると思いますので、１日も早く全町民に周知が必要だと考えています。 

先ほども言いましたが、新型コロナワクチン副反応の被害者は今もなお増え続け

ています。国の新型コロナ健康被害給付費負担金ですね。当初の予算が３億６，０

００万だったんですが、それも足りず、補正予算で３９４億円となりました。そう

であっても、今後新たな薬害を起こさないために、被害者の実数をできるだけ把握

し、記憶に残し伝えていくことが大切だと思います。過去には、サリドマイド、薬

害スモン、薬害エイズ、薬害Ｃ型肝炎とかいろいろあったんですが、今回は新型コ

ロナワクチンということになっています。いつも言ってはいるんですが、自分の身

に何が起きても、自己責任だと私は思っています。打つのを決めたのはご自身です

から。しかし、国が恐れるに足りないウイルスに対し、未知のウイルスがとか、オ

ミクロンが、デルタがと盛大に騒ぎを起こし、ワクチンを推奨し続けてきた事実も

あります。それにより、立場上あるいはワクチンハラスメント等で打つことを余儀

なくされた方がいたことも事実です。よって、被害者救済は国並びに自治体の責務

と考えます。これは町長を責めるつもりも全くございません。今までやれることを

やってきた上での結果ですから、これは国全体の問題だと思います。以上を踏まえ、

もう一度お聞きします。さらなる周知が急務だとは思いませんか。 

 

保健福祉課長 

 再質問にお答えいたします。まず１点目の、相談に来られた方が予防接種健康被

害救済制度を知っていたかにつきましては、こちらについては知っていたと思いま

すし、私のほうからも伝えてございます。ただ、そこまで救済制度に至るまでの症

状のある方は、認定の受けた１件だけと思ってございます。この２０件の相談なん

ですが、全ての方に対して、その後のフォローを私どものほうでしておりまして、

その後体調が変化した段階で、対象者になる場合はそのような申請をおすすめする

ところでございます。また、この救済制度につきましては、医者の診断書が必要で

あり、医者がまずその場で診断、これは予防接種の被害ではないかというところで、

まず被害が認められる疑いがあるということになれば、すぐに振興局のほうに報告
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を出さなければいけないということがありますので、そのような状況はなかったと

いうことです。 

また、２点目なんですけれども、予防接種健康被害制度の申請に至った方は１名

ですが、その方については１年半の、要は救済、支給がされるまでに日にちがかか

ったわけなんですが、その都度支援を行っていました。また、ほかの方に支援はな

かったのかということなんですけれども、申請はこの１名だけでした。 

 

大崎町長（再答弁） 

それでは、高橋議員の再質問にお答えをいたします。私からは、３点目のさらな

る周知の徹底についてお答えをさせていただきます。 

まず、これまでも接種者全員の方に、救済制度について説明書を同封して周知を

行ってまいりました。その上で、接種される方はご本人の意思に基づいて接種をさ

れてきたものと思います。４月からは６５歳以上と、基礎疾患を有する６０歳から

６４歳までの方は定期接種となりまして、予防接種健康被害救済制度が適用され、

それ以外の方は任意接種ということで、医薬品副作用被害制度が適用されます。こ

の内容につきましては、議員ご承知のとおりＰＭＤＡの特設サイトでわかりやすく

載っているのかなと思っております。私も実際に確認をしております。この救済制

度、いずれの場合も、今まで同様に接種時に副反応や健康被害のリスクが掲載され

ているパンフレットを同封いたします。また、ホームページや広報などを通じて、

救済制度を含めた周知も行ってまいりたいと考えております。 

それで、さらなる周知でございますけども、救済制度の周知につきましては、我々

も国の方針に基づいて実施しておりまして、本町がほかの自治体と比べて周知の不

足がしているとか、そういうことは私は感じておりません。ワクチン接種や救済制

度は国の方針や制度に基づいて行われるものでありまして、本町として、国以外か

らの出された文献などを用いて町民に周知する考えはありませんので、ご理解いた

だきますようお願い申し上げます。 

 

高橋議員 

この話は多分、議論をしても横一線といいますか、答えが出ないところもあると

思うので、再々質問までする必要はないとは僕は思っているんですが、この４年間、

国の感染対策というのは、裏目、裏目へと出続けたわけです。全てが的外れでした。

そして国民が縋った新型コロナワクチンは打てば打つほど感染者が増え、死亡率も

増え、有病率も増え、今の現状に至りました。今月１日に、地方自治法改正法案が

閣議決定されたのは多分ご存じだと思うんですけど、今後はさらに国の支配力が増
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し、自治体の力は弱体化していくと僕は思っています。パンデミック時に国に従わ

なければならなくなった時に、初めて大切なことに気づく人が増えてくるような気

がしますし、それでも私はその時までの短い期間の間だけでも、この先被害に遭わ

ないように、多くの人たちがワクチンに無関心になってもらいたいと思っています。

その理由は、根本療法セラピストとして私自身の考えが、全てのワクチンにはほぼ

効果はなく、極めて有害であり、健康に生きていくためには打たないほうがよいも

のだと思っているからです。もし感染症を克服できるものがあるとすれば、それは

ワクチンではなく、自己免疫力の強化だと思っています。以上です。 
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①「姉妹町児童交流の推進について（執行方針分）」 

 

細川議員 

姉妹町児童交流の推進について、教育長に伺います。姉妹町の熊本県多良木町と

の児童交流学習事業は、両町の歴史や文化、産業などの知識を広めるとともに友好

を築く貴重な体験となる事業で、児童交流を通じて両町の友好が一層深まることが

期待できる事業だと思います。 

この事業は、児童が民泊をすることにより、民泊家庭との絆を深め、民泊家庭同

士の友好が継続しているとのお話も聞いております。大変有意義な事業であります

が、参加するには姉妹町の児童の民泊を受け入れることが要件となっており、様々

な理由で民泊を受け入れることのできない家庭の児童はこの事業に参加できない

ことになります。 

このことから児童誰もが参加できるよう、参加要件の緩和が必要だと思います。 

例えば、姉妹町との協議が必要になりますが、民泊する家庭と民泊をしないで研修

施設等で寝食をともにするケースを混在させ、両町の児童が交流するという方法も

視野に入れるなどの実施方法を検討すべきと思いますが、教育長の考えを伺います。 

 

西田教育長 

 姉妹町児童交流の推進についてのご質問にお答えします。 

児童交流は、異なる地域や文化を持つ子どもたちが出会い、交流することで、友

情や理解が生まれ繋がりが深まる貴重な体験であり、民泊をすることにより、地域

の暮らしを体験することができ、参加する子どもたちは相手の文化や生活様式を理

解し、寛容さを養うことに繋がると考えます。 

交流事業は、４年振りの実施となりますが、事業再開にあたり多良木町と協議を

行い、民泊を行うことが、子どもとその家族が互いに触れ学び合う機会として、事

業効果が高いと改めて確認したことから、コロナ禍前の形で実施してまいります。 

また、事業に参加している児童だけではなく、全ての児童が交流できるよう、多

良木町の児童を受け入れる際に、全校児童との交流会や小学６年生との給食交流を

引き続き実施してまいります。 

 

細川議員（再質問） 

ご答弁ありがとうございます。再質問いたします。４年ぶりの交流事業再開に当

たり、多良木町と協議を行い、民泊を行うコロナ禍前の形で実施する。多良木町の

児童を受け入れる際に、全校児童との交流や、小学６年生の給食交流を引き続き実
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施するということでありますが、私の考えではやはり、こちらに来られてからの交

流も大事ですが、行って交流してくるということも大事かなと思います。今回、ち

ょっとお話を聞いたところ、本年の参加児童数は多分前回と同じ１０人だと思いま

すけども、対象となる本町の小学６年生の今年の児童数は、現在４０人と聞いてお

ります。４人に１人、民泊を受け入れるというのは、少しハードルが高いのではな

いかと思います。そこで、質問をしたいと思います。 

１つ目、申し込みが定員に満たない場合はどうされるのか。 

それから２点目、多良木町には小学校が３校あると聞いていますが、民泊の受け

入れについて何か意見等はなかったのか。 

それから３点目としまして、今後、保護者の意見、意向を取り入れて、今後姉妹

町児童交流に当たって、多良木町との打ち合わせとかを行う予定はないのかお伺い

します。 

 

生涯学習課長 

私のほうからは、まず申し込みが定員に満たなかった場合ということで、これま

でも定員に満たない年がございました。その際には、児童のほうへ再募集をかけて

おります。再募集をかけたことによりまして、定員に達したということもございま

したので、今後もそういうような取組をさせていただきたいと思います。次に、多

良木町のほうでの民泊の受け入れへの意見ということで、こちらは多良木町のほう

からも、特別民泊の受け入れに対しての意見はございませんでした。 

 

西田教育長（再答弁） 

細川議員の再質問にお答えいたします。保護者の意向、こちらを伝える機会だと

か、反映する機会はないのかということでございましたが、多良木町、相手があっ

ての児童交流ということですので、相手との打ち合わせの中で、こういう意見や何

かもありましたというようなことも伝えながら決定していきたいというふうに考

えております。保護者の意見を全く無視をして町が何かを進めていくということで

はなく、そちらの意見も伺いながら、だけれどもどれが子どもにとって一番効果が

高い、この事業が充実するものになるのかということを十分検討しながら進めてま

いりたいと考えます。 

 

細川議員（再々質問） 

再々質問をいたします。ご答弁ありがとうございます。保護者の意見等の関係の

話も今お話があったわけなんですけども、過去になんですけども、お子さんが申し
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込みをしたら、保護者の方がうちは民泊を受け入れできないので、断りますという

形の中で、断った経過があったそうです。そういったことから、やっぱり私は子ど

もが行きたいという方がいるんであれば、何とかそれを拾ってあげられるようなこ

とを今後検討してあげてほしいと思うんですけども、その辺についてですね、過去

のことなのであれなんですけども、そういう改善策ですね。そういうことを今後検

討していただきたいと思うんですけども、その件について質問させていただきます。 

 

西田教育長（再々答弁） 

細川議員の再々質問にお答えいたします。先ほどもご説明いたしましたが、まず、

コロナが４年間あって、この事業が停滞していると。行うことができなかったとい

うことが大きくあります。まずは多良木町と協議をいたしまして、元に戻す。前の

形で実施をする、そこをまず決めているところですので、まずこの件で進めていき

たいというふうに考えます。また、その民泊の部分や何かにつきましては、また違

う機会に話し合いをすることもございますので、その時にまた伺えればと思います。 
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①「ＩＣＴ環境のさらなる発展と活用について（執行方針分」 

 

加藤議員 

「ＩＣＴ環境のさらなる発展と活用について」と題し、教育長に質問いたします。 

現代社会において欠かすことのできないＩＣＴ環境ですが、公的機関をはじめ教

育機関や様々な部署でさらに活用を進める必要があると考えます。教育長は教育行

政執行方針において「タブレット端末を文房具の一つとして学校や自宅での学習に

も日常的に活用」と明記し、活用・発展について今後の方針を示されました。私も

重点的に進めるべきと考えています。 

しかし、課題も多くあると認識し、以下の３点について教育長に質問します。 

１、児童生徒が日常的に家庭へのタブレット端末の持ち帰りを行うことについて

の端末の保護や充電器の貸し出しの有無について、家庭からの要望は。 

２、悪天候などによる急な臨時休校の際、タブレット端末を活用できないことへ

の考えは。 

３、教員の指導力向上に向けた研修会の実施により、その成果とこれからの課題

については。 

以上３点の答弁を求めます。 

 

西田教育長 

 ＩＣＴ環境のさらなる発展と活用についてのご質問にお答えします。 

１点目のご質問については、充電器の貸し出しの要望は、中学校において３件あ

りましたが、学校におけるコンセントの抜き差しを行う作業が繁雑であり、充電器

が破損する恐れがあることから、各家庭で対応していただいています。 

また、タブレットの持ち帰り時の取扱いは、学校からルールを記載した文章を各

家庭へ配布し周知しています。 

２点目のご質問については、事前に休校が決まっている場合は、タブレットの持

ち帰りの対応はできていますが、急な臨時休校時は、タブレットの貸し出しを行う

ことができないため、教科書や副教材などの宿題による家庭学習で対応しています。

また、感染症などによる出席停止時は、保護者受け取りによるタブレットの貸し出

しを行っています。 

３点目のご質問については、各学校へ講師を派遣し、電子黒板や学習アプリなど

の操作方法の研修や、教員間においてＩＣＴ機器の活用法などを情報共有し、教職

員のスキルアップに繋げています。また、「地域おこし協力隊」を活用した「ＩＣ

Ｔ支援員」を配置し、児童生徒・教員のサポート支援の充実を図ってまいります。 



６０ 

 

 

加藤議員（再質問） 

再質問させていただきます。 

まず１点目についてなんですけれども、３件の貸し出しの要望があったというこ

とで、ちょっと私のほうでは１日何人ぐらいがタブレット端末を自宅に持ち帰って

いるのかという部分はちょっと把握していないんですけれども、学校自体に予備の

タブレット端末等、用意があると思うんですけれども、それの分もタブレット端末

から充電器を使うことができれば、費用負担なく貸し出し用で用意できるのではな

いかと思いましたので、ちょっとその部分を答弁いただきたいと思います。また、

取り外しが煩雑であるということだったんですけれども、ちょっと具体的にわから

ないので、生徒自身が充電器を取り外して持ち帰るということは難しいぐらい煩雑

なものであるのか、少しお答えいただきたいと思います。 

そして２点目なんですけれども、副教材等で対応しているということでは理解し

ましたので、２点目については以上で結構です。 

３点目なんですけれども、研修、学習アプリ等の操作方法等、また機器の活用方

法など、教員同士で共有をしたりということを実践しているということで理解しま

した。また、ＩＣＴ支援員を配置するということで、またさらなるＩＣＴの活用に

期待をするところなんですけれども、ＩＣＴ機器ですとか、また今、ＡＩのテクノ

ロジーですとか、そういう進化というものが、児童生徒だけではなくて、我々の生

活の根底から変わっていく、変わってきたということを踏まえてですね、既に学校

教育というものの部分で大きな変化をされていると思うんですけれども、まだまだ

さらなるデジタル化社会のＩＣＴ環境の発展という部分、これら、私としては教育

の観点からも、変化に対して柔軟に素早く対応をすべきと考えていますが、教育長

はどのようにお考えしているのか、答弁いただきたいと思います。 

 

西田教育長（再答弁） 

加藤議員の再質問にお答えします。タブレットの持ち帰りの部分ですけれども、

基本的には、全員一斉に持ち帰るということ、そこを念頭に置いておりますので、

対応としては全員が一斉に持ち帰るという、そういうことが基本となっております。

ですから、充電器だとかそういうものについても、予備で対応できるのかという状

況では、なかなか難しいかなといったところが、今現在の現状であります。 

また、取り外しの煩雑さなんですけれども、私小学校で校長をしていたものです

から、本当に取り外しが大変です。子どもに任せることができないです。大人であ

る私も、ちょっとひねって、引っ張ったりするんですよね、抜く時に。また戻す時
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に差し込んで、それからまたこうひねるっていうその作業があって、そのひねり方

がちょっと微妙なところがあってですね、強引に引っ張ると簡単に壊れてしまうん

です。私も壊してしまいました。それぐらいちょっとデリケートなもので、そこの

改良というものがないのかということにもなろうかと思いますけれども、現状では

それが難しい。それを１人の教員がやるとなりますと、抜くだけで３０分、それか

ら入れるだけで３０分、クラス全員を対応してきますので、そういう状況に陥って

しまいますので、大変申し訳ございませんがここは保護者の対応でお願いしたいと

いうように考えます。前の学校の時にもそのようにお願いしてやっていただきまし

た。 

それから、教員の研修についてですけども、本当に加藤議員がおっしゃるとおり

に、ＩＣＴの進化というのは非常に激しいものがあります。ただし、働き方改革、

こちらのほう教員の部分も３つの視点ということがありまして、１つは協働性、職

員室の協働、それから小学校・中学校の協働、一緒にやろうという協力する姿勢、

これが働き方改革につながる。それから２点目、地域と連携すること。先ほども質

問で出ておりました、コミュニティ・スクールや何かの取組もこの一環となってお

ります。３つ目がですね、教育のＤＸ化。デジタル化によって、これがなくして働

き方改革はないということになっております。出席確認だとか、それから成績処理

だとか、将来的には板書だとか、黒板に書くだとか、そういうものをどんどんどん

どんデジタル化していかなければ、働き方改革にはつながっていかないというふう

に言われております。素早く対応すべき、本当にその通りというふうに考えており、

それを教育委員会としても課題というふうに考えていることから、まず業者からの

派遣をお願いして、講師を招いて研修会を開いたり、それから教員同士のミニ研修

というのを、例えば１０分だとか、そういう時間で行ったりということで、お互い

に切磋琢磨しているというのが今現状でございます。次から次へと新しいことが出

てきますが、ここを対応していかないうちには働き方改革につながらないというこ

とがありますので、しっかりとこれからの方向性を見定めつつ、研修、課題のほう

の改善に向けて取り組んでいきたいと考えております。 

 

加藤議員 

答弁ありがとうございました。１点目についても、答弁の中で理解いたしました

ので、煩雑であるということで理解いたしました。３点目の質問についても、課題

があると私自身も認識していた部分、教育長の答弁からも重要な課題であるという

共通の認識があるなという部分、確認が取れましたので、私の一般質問はこれで終

わりたいと思います。 
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